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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影により得られた画像ファイルを、記録媒体中のフォルダに記録する画像処理装置で
あって、
　表示手段と、
　予め設定された新規フォルダ作成条件に基づいて、次の撮影がなされる前のタイミング
において、前記次の撮影で得られる画像ファイルの保存先を、前記記録媒体中の既存フォ
ルダと、前記記録媒体中に存在しない新規フォルダとから決定する保存先決定手段と、
　前記次の撮影の指示があった場合、前記保存先決定手段により前記保存先が新規フォル
ダと決定されているときは、新規フォルダを前記記録媒体に作成するフォルダ作成手段と
、
　前記保存先決定手段が決定した保存先に、前記次の撮影の指示に応答して得られた画像
ファイルを記録する記録手段と、
　ユーザによる前記新規フォルダ作成条件の設定を受け付けるための設定手段と、
　前記保存先決定手段により前記保存先が新規フォルダと決定されているときは、次の撮
影がなされると新規フォルダが形成されることを示す情報を前記次の撮影がなされる前の
タイミングで前記表示手段に表示するように制御する表示制御手段とを有し、
　前記保存先決定手段は、前記選択手段を通じてユーザから前記新規フォルダ作成条件の
設定を受け付けると、当該受け付けた設定に従って前記保存先の決定を行うことを特徴と
する画像処理装置。
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【請求項２】
　前記設定手段は、前記表示制御手段が前記表示手段に表示するメニュー画面であること
を特徴とする請求項１記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記新規フォルダ作成条件が、所定の基準日時に対する日時の経過や暦に関する条件が
満たされた場合に新規フォルダを作成する日時変化要因の作成要求を含み、
　前記保存先決定手段が、前記新規フォルダ作成条件が前記日時変化要因の作成要求であ
る場合には、前記日時変化要因の作成要求が満たされる場合に、前記新規フォルダを前記
保存先として決定することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記所定の基準日時が、画像処理装置が記憶する最終撮影日時か、前記記録媒体中に存
在する画像ファイルのうち最後に撮影された画像ファイルの撮影日時のいずれかであるこ
とを特徴とする請求項３記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記所定の基準日時が、画像処理装置が記憶する最終撮影日時と、前記記録媒体中に存
在する画像ファイルのうち最後に撮影された画像ファイルの撮影日時のうち、古い方であ
ることを特徴とする請求項３記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記保存先決定手段が、前記日時変化要因の作成要求が満たされるか否かを判定する際
に、午前０時とは異なる所定の時刻を基準として、日付が変化したと見なすことを特徴と
する請求項３乃至請求項５のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　表示手段を有し、撮影により得られた画像ファイルを記録媒体中のフォルダに記録する
画像処理装置の制御方法であって、
　予め設定された新規フォルダ作成条件に基づいて、次の撮影がなされる前のタイミング
において、前記次の撮影で得られる画像ファイルの保存先を、前記記録媒体中の既存フォ
ルダと、前記記録媒体中に存在しない新規フォルダとから決定する保存先決定ステップと
、
　前記次の撮影の指示があった場合、前記保存先決定ステップにおいて前記保存先が新規
フォルダと決定されているときは、新規フォルダを前記記録媒体に作成するフォルダ作成
ステップと、
　前記保存先決定ステップにおいて決定した保存先に、前記次の撮影の指示に応答して得
られた画像ファイルを記録する記録ステップと、
　ユーザによる前記新規フォルダ作成条件の設定を受け付ける設定ステップと、
　前記保存先決定ステップにおいて前記保存先が新規フォルダと決定されているときは、
次の撮影がなされると新規フォルダが形成されることを示す情報を前記次の撮影がなされ
る前のタイミングで前記表示手段に表示するように制御する表示制御ステップとを有し、
　前記保存先決定ステップは、前記選択ステップにおいてユーザから前記新規フォルダ作
成条件の設定を受け付けると、当該受け付けた設定に従って前記保存先の決定を行うこと
を特徴とする画像処理装置の制御方法。
【請求項８】
　前記設定ステップは、前記表示制御手段が前記表示手段に表示するメニュー画面を通じ
て前記設定を受け付けることを特徴とする請求項７記載の画像処理装置の制御方法。
【請求項９】
　前記新規フォルダ作成条件が、所定の基準日時に対する日時の経過や暦に関する条件が
満たされた場合に新規フォルダを作成する日時変化要因の作成要求を含み、
　前記保存先決定ステップが、前記新規フォルダ作成条件が前記日時変化要因の作成要求
である場合には、前記日時変化要因の作成要求が満たされる場合に、前記新規フォルダを
前記保存先として決定することを特徴とする請求項７又は請求項８に記載の画像処理装置
の制御方法。
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【請求項１０】
　前記所定の基準日時が、画像処理装置が記憶する最終撮影日時か、前記記録媒体中に存
在する画像ファイルのうち最後に撮影された画像ファイルの撮影日時のいずれかであるこ
とを特徴とする請求項９記載の画像処理装置の制御方法。
【請求項１１】
　前記所定の基準日時が、画像処理装置が記憶する最終撮影日時と、前記記録媒体中に存
在する画像ファイルのうち最後に撮影された画像ファイルの撮影日時のうち、古い方であ
ることを特徴とする請求項９記載の画像処理装置の制御方法。
【請求項１２】
　前記保存先決定ステップが、前記日時変化要因の作成要求が満たされるか否かを判定す
る際に、午前０時とは異なる所定の時刻を基準として、日付が変化したと見なすことを特
徴とする請求項９乃至請求項１１のいずれか１項に記載の画像処理装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は静止画像や動画像を撮像、記録する画像処理装置及びその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＣＣＤセンサやＣＭＯＳセンサ等の撮像素子を用いて静止画像や動画像を撮影す
る、デジタルカメラやデジタルビデオカメラを代表とする画像処理装置が広く用いられて
いる。このような画像処理装置においては、撮影した画像をデジタルデータファイル（撮
影画像ファイル）として記録している。
【０００３】
　撮影画像ファイルは、フォルダ（ディレクトリ）を用いたファイルシステム（フォルダ
構造）を利用して記録されるのが一般的である。そして、フォルダを利用して撮影画像フ
ァイルを記録時に分類して、撮影後の検索などを容易にすることが提案されている。特許
文献１では、撮影画像ファイルの記録先フォルダをユーザが記録媒体中の既存フォルダか
ら選択したり、ユーザが新規フォルダを生成し、新規フォルダを記録先として指定するこ
とを可能とすることが開示されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－３３３４７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、この従来例において、新規フォルダを撮影画像ファイルの記録先とする
場合には、撮影前にユーザが新規フォルダを作成し、かつ新規フォルダを記録先に指定し
なければならない。また、新規フォルダを作成して記録先に設定した後、実際に撮影が行
われる前に記録先が変更されると、空の無駄なフォルダが残ってしまうという問題があっ
た。このような空のフォルダは、例えば画像の再生時に、記録媒体内の画像を検索しよう
とする時に検索対象となってしまうため、検索処理時間の増加原因となる。また、ユーザ
が所望の画像を検索する際にもじゃまであり、操作性を悪化させる等の原因ともなる。
【０００６】
　また、上述の従来例では、新規フォルダを記録先としたい場合には、現在画像処理装置
に装てんされている記録媒体に対してフォルダの作成と記録先の指定を行う。従って、新
規フォルダを作成、記録先として指定した後、撮影前に記録媒体を交換した場合には、取
り外された記録媒体に空のフォルダが残ってしまう。そればかりか、新たに装てんされた
記録媒体には記録先として指定した新規フォルダが存在しないため、所望のフォルダへの
撮影画像ファイルの記録が行えないという問題があった。
【０００７】
　本発明はこのような従来技術の課題を解決することを目的としてなされたものであり、



(4) JP 4480164 B2 2010.6.16

10

20

30

40

50

撮影画像ファイルを新規フォルダに保存することが可能な画像処理装置において、ユーザ
の利便性を向上させ、また無駄なフォルダの作成を抑制することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述の目的は、撮影により得られた画像ファイルを、記録媒体中のフォルダに記録する
画像処理装置であって、表示手段と、予め設定された新規フォルダ作成条件に基づいて、
次の撮影がなされる前のタイミングにおいて、次の撮影で得られる画像ファイルの保存先
を、記録媒体中の既存フォルダと、記録媒体中に存在しない新規フォルダとから決定する
保存先決定手段と、次の撮影の指示があった場合、保存先決定手段により保存先が新規フ
ォルダと決定されているときは、新規フォルダを記録媒体に作成するフォルダ作成手段と
、保存先決定手段が決定した保存先に、次の撮影の指示に応答して得られた画像ファイル
を記録する記録手段と、
　また、本発明の別の要旨は、ユーザによる新規フォルダ作成条件の設定を受け付けるた
めの設定手段と、保存先決定手段により保存先が新規フォルダと決定されているときは、
次の撮影がなされると新規フォルダが形成されることを示す情報を次の撮影がなされる前
のタイミングで表示手段に表示するように制御する表示制御手段とを有し、
　また、本発明の別の要旨は、保存先決定手段は、選択手段を通じてユーザから新規フォ
ルダ作成条件の設定を受け付けると、当受け付けた設定に従って保存先の決定を行うこと
を特徴とする画像処理装置によって達成される。
【０００９】
　また、上述の目的は、表示手段を有し、撮影により得られた画像ファイルを記録媒体中
のフォルダに記録する画像処理装置の制御方法であって、予め設定された新規フォルダ作
成条件に基づいて、次の撮影がなされる前のタイミングにおいて、次の撮影で得られる画
像ファイルの保存先を、記録媒体中の既存フォルダと、記録媒体中に存在しない新規フォ
ルダとから決定する保存先決定ステップと、次の撮影の指示があった場合、保存先決定ス
テップにおいて保存先が新規フォルダと決定されているときは、新規フォルダを記録媒体
に作成するフォルダ作成ステップと、保存先決定ステップにおいて決定した保存先に、次
の撮影の指示に応答して得られた画像ファイルを記録する記録ステップと、ユーザによる
新規フォルダ作成条件の設定を受け付ける設定ステップと、保存先決定ステップにおいて
保存先が新規フォルダと決定されているときは、次の撮影がなされると新規フォルダが形
成されることを示す情報を次の撮影がなされる前のタイミングで表示手段に表示するよう
に制御する表示制御ステップとを有し、保存先決定ステップは、選択ステップにおいてユ
ーザから新規フォルダ作成条件の設定を受け付けると、当受け付けた設定に従って保存先
の決定を行うことを特徴とする画像処理装置の制御方法によっても達成される。
【発明の効果】
【００１０】
　このような構成により、本発明によれば、撮影画像ファイルを新規フォルダに保存する
ことが可能な画像処理装置において、ユーザの利便性を向上させ、また無駄なフォルダの
作成を抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して、本発明をその好適な実施形態に基づいて詳細に説明する。
＜＜第１の実施形態＞＞
　図１は、本発明の実施形態に係る画像処理装置の一例としてのデジタルカメラの構成例
を示すブロック図である。
　１０は撮影レンズ、１２は絞り機能を備えるシャッター、１４は光学像を電気信号に変
換する、ＣＣＤやＣＭＯＳセンサ等の撮像素子、１６は撮像素子１４のアナログ信号出力
をディジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換器である。
【００１２】
　タイミング発生回路１８は撮像素子１４、Ａ／Ｄ変換器１６、Ｄ／Ａ変換器２６にクロ



(5) JP 4480164 B2 2010.6.16

10

20

30

40

50

ック信号や制御信号を供給し、メモリ制御回路２２及びシステム制御回路５０により制御
される。
【００１３】
　画像処理回路２０は、Ａ／Ｄ変換器１６からのデータ或いはメモリ制御回路２２からの
データに対して所定の画素補間処理や色変換処理を行う。
　また、画像処理回路２０においては、撮像した画像データを用いて所定の演算処理を行
い、得られた演算結果に基づいてシステム制御回路５０が露光制御部４０、測距制御部４
２に対して制御を行う、ＴＴＬ（スルー・ザ・レンズ）方式のＡＦ（オートフォーカス）
処理、ＡＥ（自動露出）処理、ＥＦ（フラッシュプリ発光）処理を行っている。
【００１４】
　さらに、画像処理回路２０においては、撮像した画像データを用いて所定の演算処理を
行い、得られた演算結果に基づいてＴＴＬ方式のＡＷＢ（オートホワイトバランス）処理
も行っている。
【００１５】
　メモリ制御回路２２は、Ａ／Ｄ変換器１６、タイミング発生回路１８、画像処理回路２
０、画像表示メモリ２４、Ｄ／Ａ変換器２６、メモリ３０、圧縮伸長回路３２を制御する
。
【００１６】
　Ａ／Ｄ変換器１６の出力データが画像処理回路２０、メモリ制御回路２２を介して、或
いはＡ／Ｄ変換器１６の出力データが直接メモリ制御回路２２を介して、画像表示メモリ
２４或いはメモリ３０に書き込まれる。
【００１７】
　画像表示メモリ２４に書き込まれた表示用の画像データは、Ｄ／Ａ変換器２６を介して
ＬＣＤや有機ＥＬディスプレイ等の画像表示部２８により表示される。撮像した画像デー
タ（スルー画像）を画像表示部２８で逐次表示すれば、電子ビューファインダー（ＥＶＦ
）機能を実現することが可能である。
【００１８】
　また、画像表示部２８は、システム制御回路５０の指示により任意に表示をＯＮ／ＯＦ
Ｆすることが可能であり、表示をＯＦＦにした場合にはデジタルカメラ１００の電力消費
を大幅に低減することができる。
【００１９】
　メモリ３０は撮影した静止画像や動画像を格納する記憶装置であり、所定枚数の静止画
像や所定時間の動画像を格納するのに十分な記憶容量を備えている。そのため、複数枚の
静止画像を連続して撮影する連写撮影やパノラマ撮影の場合にも、高速かつ大量の画像書
き込みをメモリ３０に対して行うことが可能となる。
　また、メモリ３０はシステム制御回路５０の作業領域としても使用することが可能であ
る。
【００２０】
　圧縮伸長回路３２は、メモリ３０に格納された画像を読み込んで、適応離散コサイン変
換（ＡＤＣＴ）、ウェーブレット変換等を用いた周知のデータ圧縮処理或いは伸長処理を
行い、処理を終えたデータをメモリ３０に書き込む。
　露光制御部４０は絞り機能を備えるシャッター１２を制御するとともに、フラッシュ４
８と連携することによりフラッシュ調光機能も有する。
【００２１】
　測距制御部４２は撮影レンズ１０のフォーカシングを制御し、ズーム制御部４４は撮影
レンズ１０のズーミングを制御する。バリア制御部４６は撮影レンズ１０の保護を行うた
めのレンズバリアである保護部１０２の動作を制御する。
　フラッシュ４８は撮影時の補助光源として機能し、調光機能も有する。また、ＡＦ補助
光の投光機能も有する。
【００２２】
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　露光制御部４０、測距制御部４２はＴＴＬ方式を用いて制御されており、撮像した画像
データを画像処理回路２０によって演算した演算結果に基づき、システム制御回路５０が
露光制御部４０、測距制御部４２に対して制御を行う。
　システム制御回路５０は例えばＣＰＵであり、メモリ５２に記憶されたプログラムを実
行することによりデジタルカメラ１００全体を制御する。メモリ５２はシステム制御回路
５０の動作用の定数、変数、プログラム等を記憶する。
【００２３】
　表示部５４は例えばＬＣＤやＬＥＤ、スピーカ等の出力装置の組み合わせにより構成さ
れ、システム制御回路５０でのプログラムの実行に応じて、文字、画像、音声等を用いて
動作状態やメッセージ等を出力する。表示部５４はデジタルカメラ１００の操作部７０近
辺の視認し易い位置に、単数或いは複数設置される。また、表示部５４の一部は光学ファ
インダー１０４内に設置されている。
【００２４】
　表示部５４の表示内容としては、例えば、シングルショット／連写撮影表示、セルフタ
イマー表示、圧縮率表示、記録画素数表示、記録枚数表示、残撮影可能枚数表示、シャッ
タースピード表示、絞り値表示、露出補正表示、フラッシュ表示、赤目緩和表示、マクロ
撮影表示、ブザー設定表示、時計用電池残量表示、電池残量表示、エラー表示、複数桁の
数字による情報表示、記録媒体２００及び２１０の着脱状態表示、レンズユニットの着脱
状態表示、通信Ｉ／Ｆ動作表示、日付け・時刻表示、外部コンピュータとの接続状態を示
す表示、合焦表示、撮影準備完了表示、手振れ警告表示、フラッシュ充電表示、記録媒体
書き込み動作表示、等がある。この一部は後述のように光学ファインダー１０４内に表示
される。
【００２５】
　さらに、表示部５４の表示内容のうち、ＬＥＤ等により表示するものとしては、例えば
、合焦表示、撮影準備完了表示、手振れ警告表示、フラッシュ充電表示、フラッシュ充電
完了表示、記録媒体書き込み動作表示、マクロ撮影設定通知表示、二次電池充電状態表示
、等がある。
【００２６】
　そして、表示部５４の表示内容のうち、ランプ等により表示するものとしては、例えば
、セルフタイマー通知ランプ、等がある。このセルフタイマー通知ランプは、ＡＦ補助光
と共用して用いても良い。
【００２７】
　不揮発性メモリ５６は電気的に消去・記録可能なメモリであり、例えばＥＥＰＲＯＭ等
が用いられる。
　モードダイヤル６０、シャッタースイッチ６２及び６４、再生モードスイッチ６６、姿
勢モードスイッチ６８及び操作部７０は、システム制御回路５０に各種の動作指示を入力
するための操作手段を構成し、ボタン、スイッチ、ダイアル、タッチパネル、視線検知に
よるポインティング、音声認識装置等の単数或いは複数の組み合わせで構成される。
【００２８】
　ここで、これらの操作手段の具体的な説明を行う。
　モードダイアルスイッチ６０は、例えば自動撮影モード、プログラム撮影モード、シャ
ッター速度優先撮影モード、絞り優先撮影モード、マニュアル撮影モード、焦点深度優先
（デプス）撮影モード、ポートレート撮影モード、風景撮影モード、接写撮影モード、ス
ポーツ撮影モード、夜景撮影モード、パノラマ撮影モード等の各機能撮影モードを切り替
え設定することが出来る。
【００２９】
　第１シャッタースイッチＳＷ１（６２）は、デジタルカメラ１００に設けられたシャッ
ターボタン（図示せず）の操作途中（半押し）でＯＮとなり、ＡＦ（オートフォーカス）
処理、ＡＥ（自動露出）処理、ＡＷＢ（オートホワイトバランス）処理、ＥＦ（フラッシ
ュプリ発光）処理等の動作開始を指示する。
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【００３０】
　第２シャッタースイッチＳＷ２（６４）は、不図示のシャッターボタンの操作完了（全
押し）でＯＮとなり、撮像素子１４から読み出した信号をＡ／Ｄ変換器１６、メモリ制御
回路２２を介してメモリ３０に画像データとして書き込む露光処理、画像処理回路２０や
メモリ制御回路２２での演算を用いた現像処理、メモリ３０から画像データを読み出し、
圧縮伸長回路３２で圧縮を行い、記録媒体２００或いは２１０に画像データを書き込む記
録処理という一連の処理の動作開始を指示する。
【００３１】
　再生モードスイッチ６６は、再生モード、マルチ画面再生・消去モード、ＰＣ接続モー
ド等の各機能モードを設定することが出来る。
　姿勢モードスイッチ６８は、姿勢モードのＯＮ／ＯＦＦを設定する。姿勢モードとは、
カメラ姿勢検知部１０６により撮影時に検知したデジタルカメラ１００の姿勢を、撮影画
像ファイル中の補助情報（画像姿勢フラグ）として記録媒体に記録し、再生時に利用する
モードである。具体的には、再生時に画像姿勢フラグを参照し、縦位置で撮影された画像
は縦位置で、横位置で撮影された画像は横位置に自動的に表示する等の制御を行うことが
できる。
【００３２】
　操作部７０は各種ボタンやタッチパネル等からなる。具体的に例示すると以下の通りと
なる。メニューボタン、セットボタン、マクロボタン、マルチ画面再生改ページボタン、
フラッシュ設定ボタン、単写／連写／セルフタイマー切り替えボタン、メニュー移動＋（
プラス）ボタン、メニュー移動－（マイナス）ボタン。再生画像移動＋（プラス）ボタン
、再生画像－（マイナス）ボタン、撮影画質選択ボタン、露出補正ボタン、日付／時間設
定ボタン。各種機能の選択及び切り替えを設定する選択／切り替えボタン、各種機能の決
定及び実行を設定する決定／実行ボタン。画像表示部２８のＯＮ／ＯＦＦを設定する画像
表示ＯＮ／ＯＦＦスイッチ。撮影直後に撮影した画像データを自動再生するクイックレビ
ュー機能を設定するクイックレビューＯＮ／ＯＦＦスイッチ。ＪＰＥＧ(Joint Photograp
hic Expert Group)圧縮の圧縮率を選択するため、或いは撮像素子の信号をそのままデジ
タル化して記録媒体に記録するＣＣＤＲＡＷモードを選択するための圧縮モードスイッチ
。
【００３３】
　本実施形態において、ＪＰＥＧ圧縮のモードは、例えばノーマルモードとファインモー
ドが用意されている。デジタルカメラ１００の利用者は、撮影した画像のデータサイズを
重視する場合はノーマルモードを、撮影した画像の画質を重視する場合はファインモード
を、それぞれ選択して撮影を行うことができる。
【００３４】
　ＪＰＥＧ圧縮のモードにおいては、圧縮伸長回路３２が、メモリ３０に書き込まれた画
像データを読み出し、設定された圧縮率に圧縮した後、例えば記録媒体２００に記録する
。
【００３５】
　ＲＡＷモードでは、撮像素子１４の色フィルタの画素配列に応じて、ライン毎にそのま
ま画像データを読み出し、Ａ／Ｄ変換器１６、メモリ制御回路２２を介して、メモリ３０
に書き込まれた画像データを読み出し、記録媒体２００に記録する。
【００３６】
　電源スイッチ７２は、電源オン、電源オフを切り替える。
　新規フォルダ作成要求ボタン７４は、次の撮影時に記録媒体２００又は２１０に新規フ
ォルダを作成し、作成した新規フォルダへ撮影画像ファイルを記録することを設定する。
【００３７】
　電源制御部８０は、電池検出回路、ＤＣ－ＤＣコンバータ、通電するブロックを切り替
えるスイッチ回路等により構成されており、電池の装着の有無、電池の種類、電池残量の
検出を行い、検出結果及びシステム制御回路５０の指示に基づいてＤＣ－ＤＣコンバータ
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を制御し、必要な電圧を必要な期間、記録媒体を含む各部へ供給する。
【００３８】
　電源８６はアルカリ電池やリチウム電池等の一次電池やＮｉＣｄ電池やＮｉＭＨ電池、
Ｌｉ電池等の二次電池、或いはＡＣアダプター等からなり、コネクタ８２及び８４によっ
てデジタルカメラ１００に取り付けられる。
【００３９】
　メモリカードやハードディスク等の記録媒体２００及び２１０は、半導体メモリや磁気
ディスク等から構成される記録部２０２、２１２と、デジタルカメラ１００とのインター
フェース２０４、２１４及びコネクタ２０６、２１６を有している。記録媒体２００及び
２１０は、媒体側のコネクタ２０６、２１６とデジタルカメラ１００側のコネクタ９２、
９６とを介してデジタルカメラ１００に装着される。コネクタ９２、９６にはインターフ
ェース９０及び９４が接続される。記録媒体２００，２１０の装着有無は、記録媒体着脱
検知部９８によって検知される。
【００４０】
　なお、本実施形態ではデジタルカメラ１００が記録媒体を取り付けるインターフェース
及びコネクタを２系統持つものとして説明しているが、記録媒体を取り付けるインターフ
ェース及びコネクタは、単数を含む任意の数備えることができる。また、系統毎に異なる
規格のインターフェース及びコネクタを用いても良い。
　インターフェース及びコネクタとしては、例えばＰＣＭＣＩＡカードやＣＦ（コンパク
トフラッシュ（登録商標））カード等の規格に準拠したものを用いることができる。
【００４１】
　さらに、インターフェース９０及び９４、そしてコネクタ９２及び９６をＰＣＭＣＩＡ
カード等の規格に準拠したものを用いて構成した場合、ＬＡＮカードやモデムカード、Ｕ
ＳＢカード、ＩＥＥＥ１３９４カード、Ｐ１２８４カード、ＳＣＳＩカード、ＰＨＳ等の
通信カード、等の各種通信カードを接続することにより、他のコンピュータやプリンタ等
の周辺機器との間で画像データや画像データに付属した管理情報を転送し合うことができ
る。
【００４２】
　バリア１０２は、デジタルカメラ１００の、レンズ１０を含む撮像部を覆う事により、
撮像部の汚れや破損を防止する。
　光学ファインダー１０４は例えばＴＴＬファインダーであり、プリズムやミラーを用い
てレンズ１０を通じた光束を結像する。光学ファインダー１０４を用いることで、画像表
示部２８による電子ファインダー機能を使用すること無しに撮影を行うことが可能である
。また、上述したように、光学ファインダー１０４内には、表示部５４の一部の機能、例
えば、合焦表示、撮影準備完了表示、手振れ警告表示、フラッシュ充電表示、フラッシュ
充電完了表示、シャッタースピード表示、絞り値表示、露出補正表示、記録媒体書き込み
動作表示などの情報表示がなされる。
【００４３】
　カメラ姿勢検知部１０６は、例えばカメラの姿勢によりオンオフするスイッチを有し、
デジタルカメラ１００の姿勢状態を検出する。ここで言う姿勢状態とは、横位置撮影或い
は縦位置撮影のいずれの状態かを判別可能な状態を意味する。
【００４４】
　通信部１１０は、ＲＳ２３２ＣやＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４、Ｐ１２８４、ＳＣＳＩ、
モデム、ＬＡＮ、無線通信、等の各種通信処理を行う。
　コネクタ（無線通信の場合はアンテナ）１１２は、通信部１１０を介してデジタルカメ
ラ１００を他の機器と接続する。
【００４５】
（動作の説明）
　以下、本実施形態のデジタルカメラ１００の動作を説明する。
　図２及び図３は本実施形態のデジタルカメラ１００の全体的な動作を説明するフローチ
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ャートを示す。
　電池交換等による主電源投入により、システム制御回路５０はフラグや制御変数等を初
期化し（Ｓ１０１）、記憶媒体内のファイル検索処理を行う（Ｓ１０２）。この、Ｓ１０
２におけるファイル検索処理の詳細は図７を用いて後述する。
【００４６】
　システム制御回路５０は、電源スイッチ７２の設定位置を判断し（Ｓ１０３）、電源ス
イッチ７２が電源ＯＦＦに設定されていたならば、Ｓ１０４へ進んで所定の終了処理を行
う。終了処理には、例えば以下のような処理が含まれる。各表示部の表示を終了状態に変
更し、レンズバリア１０２を閉じて撮像部を保護する。フラグや制御変数等を含むパラメ
ータや設定値、設定モードを不揮発性メモリ５６に記録する。電源制御部８０により、画
像表示部２８を含む、電源供給が不要な部分への電源を遮断する。終了処理が完了すると
、Ｓ１０３に戻る。
【００４７】
　一方、Ｓ１０３において電源スイッチ７２が電源ＯＮに設定されていれば、システム制
御回路５０は、フォルダ作成条件の設定を行う（Ｓ１０５）。この、Ｓ１０５におけるフ
ォルダ作成条件設定処理の詳細は図８を用いて後述する。
【００４８】
　次にシステム制御回路５０は、モードダイアル６０の設定位置を判断し（Ｓ１０６）、
撮影モードに設定されていたならば、撮影条件を設定し（Ｓ１０８）、Ｓ１０９へ進む。
このＳ１０８における撮影条件設定処理の詳細は図１３を用いて後述する。
【００４９】
　Ｓ１０６で、モードダイアル６０がその他のモードに設定されていたならば、システム
制御回路５０は選択されたモードに応じた処理を実行し（Ｓ１０７）、処理を終えたなら
ばＳ１０３に戻る。ここで、撮影モード以外のモードとは、例えば再生モードである。
【００５０】
　Ｓ１０９で、システム制御回路５０は、電源制御部８０を用い、電池等により構成され
る電源８６の残容量や動作状況を判断する。電源８６の状況がデジタルカメラ１００の動
作上に問題があると判断される場合、表示部５４を用いて画像や音声により、問題に応じ
た所定の警告を行ない（Ｓ１１１）、Ｓ１０３に戻る。
【００５１】
　一方、電源８６に問題が無いと判断される場合、システム制御回路５０は、Ｓ１１０に
おいて記録媒体のチェックを行う。つまり、記録媒体２００或いは２１０の装着有無を判
定し、装着されている記録媒体に記録された画像データの管理情報を取得する。そして、
この過程において、記録媒体２００或いは２１０のいずれもが装着されていない、正常な
読み書きが行えないなど、記録媒体に対する記録再生動作上問題があるかどうかを判定す
る。ここで何らかの問題があるならば、表示部５４を用いて画像や音声により、問題に応
じた所定の警告を行ない（Ｓ１１１）、Ｓ１０３に戻る。
【００５２】
　Ｓ１１０において記録媒体に問題が無いと判断される場合、システム制御回路５０は、
次撮影によって生成される撮影画像ファイル（単に画像ファイルとも言う）を保存するた
めの新規フォルダを作成するか否かを判定する（Ｓ１１２）。このフォルダ作成判定処理
は、換言すれば次の撮影で得られる画像ファイルの保存先フォルダを既存のフォルダとす
るか、新規フォルダとするかを決定する保存先決定処理とも解することができる。フォル
ダ作成判定処理の詳細は図９を用いて後述する。
【００５３】
　次にシステム制御回路５０は、表示部５４を用い、画像や音声によりデジタルカメラ１
００の各種設定状態の表示を行う（Ｓ１１３）。なお、画像表示部２８がＯＮに設定され
ている場合には、画像表示部２８も用いて画像や音声によりデジタルカメラ１００の各種
設定状態の表示を行う。この設定表示処理の詳細は図４を用いて後述する。
【００５４】
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　図３に移行し、シャッタースイッチＳＷ１の状態を検出する（Ｓ１２１）。シャッター
スイッチＳＷ１がＯＮでない（レリーズボタンが半押し状態にない）ならば、Ｓ１０３に
戻る。シャッタースイッチＳＷ１がＯＮであればＳ１２２に進む。
【００５５】
　Ｓ１２２で、システム制御回路５０は、測距処理（ＡＦ処理）を行って撮影レンズ１０
の焦点を被写体に合わせ、測光処理（ＡＥ処理）を行って絞り値及びシャッタースピード
を決定する（Ｓ１２２）。測光処理に於いて、必要であればフラッシュの設定も行う。こ
の測距・測光処理の詳細は図５を用いて後述する。
【００５６】
　測距・測光処理を終えると、シャッタースイッチＳＷ１、ＳＷ２の状態をチェックする
（Ｓ１２３、Ｓ１２４）。そして、シャッタースイッチＳＷ２がＯＮとならずに（Ｓ１２
３）、シャッタースイッチＳＷ１がＯＦＦとなったならば（Ｓ１２４）、Ｓ１０３に戻る
。
　シャッタースイッチＳＷ１がＯＮの状態でシャッタースイッチＳＷ２がＯＮとなった（
レリーズボタンが全押しされた）ならば（Ｓ１２３）、Ｓ１２５に進む。
【００５７】
　Ｓ１２５でシステム制御回路５０は、撮影に備えて保存ファイル名の決定を行ったり、
設定に応じて新規フォルダを作成するなど、ファイルやフォルダの管理を行う。この、Ｓ
１２５におけるフォルダ及びファイル管理処理の詳細は図１２を用いて後述する。
【００５８】
　そして、Ｓ１２６で、システム制御回路５０は撮影処理を行う。まず、撮像素子１４、
Ａ／Ｄ変換器１６、画像処理回路２０、メモリ制御回路２２を介して、或いはＡ／Ｄ変換
器から直接メモリ制御回路２２を介して、メモリ３０に、撮影した画像データを書き込む
（露光処理）。そして、メモリ制御回路２２そして必要に応じて画像処理回路２０を用い
て、メモリ３０に書き込まれた画像データを読み出して各種処理を行う現像処理からなる
撮影処理を実行する（Ｓ１２６）。この撮影処理の詳細は図６を用いて後述する。
　撮影処理を終えたならば、撮影画像を画像表示部２８に表示するクイックレビュー処理
を行う（Ｓ１２７）。
【００５９】
　所定のクイックレビュー期間中に例えば削除指示がなければ、システム制御回路５０は
、Ｓ１２８において記録処理を行う。すなわち、メモリ３０に書き込まれた撮影画像デー
タを読み出し、メモリ制御回路２２（必要に応じて画像処理回路２０をも）用いて各種画
像処理を行う。そして、圧縮・伸長回路３２を用い、設定されたモードに応じた画像圧縮
処理を行ない、ヘッダ等に姿勢フラグなどの付加情報を加え、予め定められた記録ファイ
ル形式に従った撮影画像ファイルを生成する。その後、インタフェース９０或いは９４、
コネクタ９２或いは９６を介して、メモリカードやコンパクトフラッシュ（登録商標）カ
ード等の記録媒体２００或いは２１０の、予め定められた記録先に、撮影画像ファイルを
書き込む。
【００６０】
　なお、画像表示部２８がＯＮの場合は、記録媒体２００或いは２１０へ画像データの書
き込みを行っている間、書き込み動作中であることを明示する例えば「ＢＵＳＹ」のよう
な表示を画像表示部２８に対して行う。さらに、表示部５４において例えばＬＥＤを点滅
させる等の記録媒体書き込み動作表示も併せて行う。
【００６１】
　システム制御回路５０は、その図示しない内部メモリ或いはメモリ５２に記憶されるブ
ラケットフラグの状態を判断する（Ｓ１２９）。ブラケットフラグは、ブラケット撮影の
実施／不実施を表すフラグである。ブラケットフラグが解除されていたならば、Ｓ１３２
に進む。
【００６２】
　ブラケットフラグが設定されており（Ｓ１２９）、さらにブラケット撮影の残り枚数が
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１以上であるならば（Ｓ１３０）、システム制御回路５０は、ブラケット撮影における撮
影条件を変更し（Ｓ１３１）、Ｓ１２５に戻る。ブラケット撮影における撮影条件には例
えば露出補正値やホワイトバランス値などがある。
【００６３】
　Ｓ１３２において、シャッタースイッチＳＷ２の状態を検出する。シャッタースイッチ
ＳＷ２がＯＦＦであれば、Ｓ１０３に戻る。一方、シャッタースイッチＳＷ２がＯＮであ
る場合にはＳ１３３でシステム制御回路５０の内部メモリ或いはメモリ５２に記憶される
連写フラグの状態を検出する。連写フラグが設定されていれば、Ｓ１３４に進む。
【００６４】
　Ｓ１３４で、システム制御回路５０はＳ１２９と同様にブラケットフラグの状態を判断
し、ブラケットフラグが解除されていたならば（Ｓ１３４）、Ｓ１２５に戻って次の撮影
処理を行う。ブラケットフラグが設定されていた場合、Ｓ１０３に戻る。これは、本実施
形態においては、ブラケットフラグがＯＮであれば、連写をしないという設定としている
からである。
【００６５】
（設定表示処理）
　図４は、図２のＳ１１３における設定表示処理の詳細を示すフローチャートである。
　まず、システム制御回路５０は、システム制御回路５０の内部メモリ或いはメモリ５２
に記憶されるフォルダ作成フラグの状態を判断する（Ｓ４０１）。フォルダ作成フラグが
設定されていたならば、次撮影で新規フォルダが作成される旨を、表示部５４を用いて画
像や音声により報知する（Ｓ４０２）。なお、画像表示部２８がＯＮであれば、画像表示
部２８も用いて画像や音声によりフォルダ作成の報知を行う。
【００６６】
　フォルダ作成フラグが解除されていたならば（Ｓ４０１）、表示部５４（画像表示部２
８を含む）における、フォルダ作成の報知を中止する（Ｓ４０３）。ただし、後述するよ
うに、フォルダが作成された旨を受信した表示部が、ただちに状態の更新、すなわちフォ
ルダ作成の報知停止を行う場合は、改めてＳ４０３を実行する必要はない。
【００６７】
　Ｓ４０４において、システム制御回路５０は、表示部５４（及びＯＮであれば画像表示
部２８も）を用い、フォルダ作成フラグ以外のデジタルカメラ１００の各種設定状態を画
像や音声により報知（あるいは報知内容を更新）し、処理を終了する。
【００６８】
　図１４は、Ｓ４０３及びＳ４０４の処理を行った場合の、表示部５４（及び画像表示部
２８）の表示例である。Ｓ４０４の処理によってシングルショット／連写撮影表示（２８
ａ）、フラッシュ表示（２８ｂ）、測光方式表示（２８ｃ）、圧縮率表示（２８ｄ）、記
録画素数表示（２８ｅ）、残撮影可能枚数表示（２８ｆ）が表示される。
【００６９】
　一方、図１５はＳ４０２およびＳ４０４の処理を行った場合の、表示部５４（及び画像
表示部２８）の表示例である。図１４と同様、シングルショット／連写撮影表示（２８ａ
）、フラッシュ表示（２８ｂ）、測光方式表示（２８ｃ）、圧縮率表示（２８ｄ）、記録
画素数表示（２８ｅ）、残撮影可能枚数表示（２８ｆ）が表示され、さらにＳ４０２の処
理によってフォルダ作成表示（２８ｇ）が表示される。
【００７０】
　なお、上述のように、Ｓ１０６の処理によって、撮影モード以外のモードではＳ１１３
の設定表示処理が行われず、フォルダ作成表示は表示されない。例えば再生モードでは、
Ｓ１０７の処理によって再生モード用の表示が行われ、フォルダ作成表示は表示されない
。
【００７１】
　また、Ｓ１２７のクイックレビュー処理の間は、フォルダ作成表示（例えば図１５の２
８ｇ）は表示しても、しなくてもよい。同様に、Ｓ１２７のクイックレビュー処理中に、
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フォルダ作成表示以外のデジタルカメラ１００の各種設定表示（例えば図１５の２８ａ～
２８ｆ）を表示しても、しなくてもよい。
【００７２】
（測距・測光処理）
　図５は、図３のＳ１２２における測距・測光処理の詳細を説明するフローチャートであ
る。
　システム制御回路５０は、撮像素子１４から電荷信号を読み出し、Ａ／Ｄ変換器１６を
介して画像処理回路２０に撮影画像データを逐次読み込む（Ｓ５０１）。この逐次読み込
まれた画像データを用いて、画像処理回路２０はＴＴＬ（スルー・ザ・レンズ）方式のＡ
Ｅ（自動露出）処理、ＥＦ（フラッシュプリ発光）処理、ＡＦ（オートフォーカス）処理
及びＡＷＢ（オートホワイトバランス）に用いる所定の演算を行っている。
【００７３】
　なお、ここでの各処理は、撮影した全画素数のうちの必要に応じた特定の部分を必要個
所分切り取って抽出し、演算に用いている。これにより、ＴＴＬ方式のＡＥ、ＥＦ、ＡＷ
Ｂ、ＡＦの各処理において、中央重点モード、平均モード、評価モード等の異なるモード
毎に最適な演算を行うことが可能となる。
【００７４】
　画像処理回路２０での演算結果を用い、システム制御回路５０は、自動露出値が適正と
判断されるまで（Ｓ５０２）、露光制御部４０を用いてＡＥ制御を行う（Ｓ５０３）。Ａ
Ｅ制御で得られた測定データを用いて、システム制御回路５０はフラッシュが必要か否か
を判断し（Ｓ５０４）、フラッシュが必要ならばフラッシュフラグをセットし、フラッシ
ュ４８を充電する（Ｓ５０５）。
【００７５】
　Ｓ５０２で自動露出値が適正と判断されたならば、自動露出制御における測定データ及
び或いは設定パラメータ（測光データ）を、システム制御回路５０の内部メモリ或いはメ
モリ５２に記憶する。
【００７６】
　ＡＥ制御処理が終了すると、システム制御回路５０は、Ｓ５０６及びＳ５０７において
、画像処理回路２０での演算結果及びＡＥ制御で得られた測定データを用いて、オートホ
ワイトバランス処理を行う。すなわち、Ｓ５０６でオートホワイトバランス値が適正と判
断されるまで、Ｓ５０７において画像処理回路２０を用いて色処理のパラメータを調節す
る。
【００７７】
　オートホワイトバランス値が適正と判断されたならば（Ｓ５０６）、ＡＷＢ制御におけ
る測定データ及び或いは設定パラメータを、システム制御回路５０の内部メモリ或いはメ
モリ５２に記憶する。
【００７８】
　次に、システム制御回路５０は、Ｓ５０８及びＳ５０９において、ＡＥ制御及びＡＷＢ
制御で得られた測定データを用いて、ＡＦ制御を行う。すなわち、Ｓ５０８で合焦と判断
されるまで、測距制御部４２を用いてＡＦレンズ駆動や合焦度の算出を行う。
【００７９】
　合焦したと判断されたならば（Ｓ５０８）、ＡＦ制御における測定データ及び或いは設
定パラメータを、システム制御回路５０の内部メモリ或いはメモリ５２に記憶し、測距・
測光処理を終了する。
【００８０】
（撮影処理）
　図６は、図３のＳ１２６における撮影処理の詳細を説明するフローチャートである。
　システム制御回路５０は、その内部メモリ或いはメモリ５２に記憶される測光データに
従い、露光制御部４０によって、絞り機能を有するシャッター１２を絞り値に応じて開放
して撮像素子１４の露光を開始する（Ｓ６０１、Ｓ６０２）。
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　フラッシュフラグによりフラッシュ４８の発光が必要か否かを判断し（Ｓ６０３）、必
要な場合はフラッシュ４８を発光させる（Ｓ６０４）。
【００８１】
　システム制御回路５０は、測光データに従って撮像素子１４の露光時間経過を待ち（Ｓ
６０５）、シャッター１２を閉じ（Ｓ６０６）、露光を終了させる。そして、撮像素子１
４から電荷信号を読み出し、Ａ／Ｄ変換器１６、画像処理回路２０、メモリ制御回路２２
を介して、或いはＡ／Ｄ変換器１６から直接メモリ制御回路２２を介して、メモリ３０に
撮影画像のデータを書き込む（Ｓ６０７）。メモリ３０への撮影画像データ書き込みが終
了したら、撮影処理を終了する。
【００８２】
（ファイル検索処理）
　図７は、図２のＳ１０２におけるファイル検索処理の詳細を説明するフローチャートで
ある。
　システム制御回路５０は、最終画像が未検索であるならば（Ｓ７０１）、記録媒体２０
０或いは２１０より、ルートディレクトリエントリを読みだす（Ｓ７０２）。
【００８３】
　次にＳ７０２で読み出されたルートディレクトリエントリを解析し"/DCIM"フォルダ（
ディレクトリ）の有無を判定する（Ｓ７０３）。"/DCIM"が存在しないならば、再生画像
は無いものと判断し処理を終了する。
【００８４】
　ルートディレクトリエントリに"/DCIM"が存在するならば"/DCIM"のディレクトリエント
リを読み込み、検索フォルダ番号(DirNum)をＤＣＦ規格(Design rule for Camera File s
ystem)における最大数である９９９に、ファイル数を表す変数(FileNum)を０に設定する
（Ｓ７０５）。
【００８５】
　そして、対応するフォルダが存在するかどうか調べる（Ｓ７０６）。具体的には、記録
媒体に、[/DCIM/(DirNum)XXXXX]フォルダ(ディレクトリ)が存在するかどうかを調べる。
ここで、フォルダ名中、(DirNum)は変数DirNumの値、すなわちＤＣＦディレクトリ番号(9
99~100)であり、Xは任意のＡＳＣＩＩ半角英数字である。たとえば変数DirNumの値が”10
0”、XXXXXが”ABCDE”の場合[/DCIM/100ABCDE]を表す。
【００８６】
　Ｓ７０６で、このような、「１００～９９９の数字＋半角英数５文字」という形式の名
前を有するフォルダが存在する場合、その内容（ディレクトリエントリ）を読み出す（Ｓ
７０７）。そして、再生可能ファイルの有無を判定する（Ｓ７０８）。この判定は、例え
ば、予め定められた拡張子（例えば.jpg）を有するファイルの有無を調べることによって
行うことができる。
【００８７】
　Ｓ７０８で再生可能なファイルが存在しない場合、DirNumが最小値（＝１００）に達し
たかどうかを判定する。そして、DirNumの値が＞１００であれば、現在の値から１デクリ
メントし（Ｓ７１１）、Ｓ７０６へ戻って次のフォルダを検索する。Ｓ７１０においてDi
rNumの値が１００であれば、Ｓ７１３へ進む。
【００８８】
　Ｓ７０８で再生可能なファイルが存在すると判断された場合、再生可能ファイルのうち
ＤＣＦファイル番号の一番大きいファイルを最終画像として決定する（Ｓ７０９）。ＤＣ
Ｆファイル番号は、ＤＣＦファイル名（８文字）の下位４文字を構成する”０００１～９
９９９”の番号である。そして、Ｓ７１２で、最終画像のＤＣＦファイル番号を変数File
Numに設定し、Ｓ７１３で変数FileNumの値を最終画像関連情報としてシステム制御回路５
０の内部メモリ或いはメモリ５２に記憶して、Ｓ７１４へ進む。
【００８９】
　一方、Ｓ７０１にてすでに最終画像が確定済みと判定された場合は、判定済みのDirNum
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及びFileNumの値を最終画像関連情報としてシステム制御回路５０の内部メモリ或いはメ
モリ５２に記憶した後（Ｓ７１３）、Ｓ７１４へ進む。Ｓ７０１にて最終画像が確定済み
と判定されるのは、例えば前回のファイル検索処理において決定された最終画像のＤＣＦ
ディレクトリ番号(DirNum)及びＤＣＦファイル番号(FileNum)等を不揮発性メモリ５６等
に記憶保持している場合などである。
【００９０】
　Ｓ７１３でシステム制御回路５０の内部メモリ或いはメモリ５２に記憶する最終画像関
連情報には、上述した最終画像の存在するフォルダのＤＣＦディレクトリ番号(DirNum)及
び最終画像のＤＣＦファイル番号(FileNum)がある。本実施形態では、これらに加え、フ
ォルダ（ディレクトリ）に存在する再生可能ファイルの総数及び、最終画像の撮影時刻及
びタイムスタンプ等も最終画像関連情報として記録する。
【００９１】
　なお、ここでは最終画像のＤＣＦファイル番号を不揮発性メモリ５６等に保持し、最終
画像関連情報をシステム制御回路５０の内部メモリ或いはメモリ５２に記憶するものとし
て説明した。しかし、最終画像のＤＣＦファイル番号の他、他の最終画像関連情報を不揮
発性メモリ５６等に保持しても良い。
【００９２】
　新規の画像撮影においては、本処理で検索された最終画像のＤＣＦディレクトリ番号及
びＤＣＦファイル番号に続くＤＣＦディレクトリ番号及びＤＣＦファイル番号を用いて、
保存先フォルダ及びファイル名を確定する。
【００９３】
　ステップＳ７１４では、不揮発性メモリ５６等に記憶された、デジタルカメラ１００に
おける最終撮影日時と、上述の処理で判定された最終画像の撮影日時とを比較する。そし
て、古いほうの日時を最終撮影日時とし記憶する（Ｓ７１５）。この最終撮影日時は、図
１０で説明する日時変化判定にて使用される。ここでは、デジタルカメラ１００内に記憶
された最終撮影日時と、記録媒体内の最終画像の撮影日時のうち古い方を最終撮影日時と
して利用する。
【００９４】
　これは、例えばデジタルカメラ１００に記憶された最終撮影日時よりも古い画像が最終
画像として記録された記憶媒体が装着された場合に、次の撮影画像ファイルがこの記憶媒
体内の既存フォルダではなく、新規フォルダに保存されやすくするためである。
【００９５】
　換言すれば、図１０とともに後述する日時変化判定処理において、日時変化がある（＝
新規フォルダ作成）と判定される確率を上げるための一実施形態である。もちろん、Ｓ７
１３、Ｓ７１４の処理を行わずに、デジタルカメラ１００に記憶された最終撮影日時か、
最終画像の撮影日時のうちどちらか一方のみを図１０の処理における最終撮影日時として
利用しても良い。また、最終撮影日時としてどちらの値を用いるかをユーザが選択可能な
ように構成することもできる。
【００９６】
　また、図７のフローチャートでは、ＤＣＦファイル番号の一番大きいファイルを最終画
像として検索しているが、これは一例であり、ＤＣＦ規格上の特定ＤＣＦディレクトリ内
の最終画像や、記録媒体に対して最後に記録された画像ファイル等であってもよい。
【００９７】
（フォルダ作成条件設定処理）
　図８は、図２のＳ１０５におけるフォルダ作成条件設定処理の詳細を説明するフローチ
ャートである。
　システム制御回路５０は操作部７０より、ユーザからのフォルダ作成条件設定の指示が
あったと判断したならば（Ｓ８０１）後述するフォルダ作成条件設定の処理を行う。
【００９８】
　ここでは、以下のいずれかの場合に、フォルダ作成条件設定の指示があったと判断する
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ものとする。
・新規フォルダ作成要求ボタン７４が押下された場合
・後述するフォルダ作成条件設定メニュー画面を通じ、フォルダ作成要求（強制作成要求
含む）があった場合
【００９９】
　Ｓ８０２では、フォルダの強制作成要求があったかどうかを判定する。
ここでは、
・強制作成要求フラグがセットされていない状態で、新規フォルダ作成要求ボタン７４が
押下された場合
・フォルダ作成条件設定メニュー画面からフォルダ強制作成要求があった場合
に、強制作成要求があったと判断する。
【０１００】
　強制供給処理があったと判断されたならば、不揮発性メモリ５６等の１領域として設け
られる強制作成要求フラグをセットする（Ｓ８０３）。また、要求がないと判断されたな
らば、強制作成要求フラグをクリアする（Ｓ８０４）。従って、強制作成要求フラグがセ
ットされている状態で、新規フォルダ作成要求ボタン７４が押下された場合には、強制作
成要求フラグがクリアされる。
【０１０１】
　次に、Ｓ８０５～Ｓ８０７で、メニュー画面から設定可能なフォルダ作成条件について
チェックする。本実施形態では、日付、週、月のいずれかの変化（日時変化）をフォルダ
作成条件としてメニュー画面から設定可能であるとする。このようなフォルダ作成条件を
、日時変化要因によるフォルダ作成要求として不揮発性メモリ５６等に記録するものとす
る。
【０１０２】
　また、本実施形態では、日時変化によるフォルダ作成条件に付随して、オフセット時間
の設定が可能であるものとする。オフセット時間は、日付変化があったと判定する基準と
なる時刻を、午前０時からずらすための値である。オフセットがない場合、午前０時を過
ぎた時点で日付が変わったものとして処理されるが、例えばオフセット時間と「午前７時
」（或いは「＋７時間」）という設定がある場合には、午前０時を過ぎても、午前７時ま
では日付が変わったものと判定されない。オフセット時間が設定可能であることにより、
例えば日を跨いだイベントなどでの撮影を１つのフォルダに記録したり、通常起床する時
刻を基準にしてフォルダを新規に作成するといったことが実現可能となる。なお、オフセ
ット時間は”午前７時”のような具体的な時刻で指定することも、基準時刻（通常は午前
０時）に対する相対的な時間差（＋７時間や、－２時間等）で指定することも可能である
。
【０１０３】
　図２４は、本実施形態のデジタルカメラ１００における、フォルダ作成条件設定メニュ
ー画面の例を示す。
　フォルダ作成条件設定メニュー画面は、表示部５４及び画像表示部２８に表示される。
なお、このようなメニュー画面は、一般にメニューキーを押下することで表示される初期
メニュー画面から、メニュー階層を辿ることによって表示することができる。もちろん、
このメニュー画面を直接呼び出すショートカットキーを設けることも可能である。
【０１０４】
　フォルダ作成条件設定メニュー画面は、フォルダ強制作成要求を行うための第１の領域
２８ｉと、日時変化要因によるフォルダ作成要求を行うための第２の領域２８ｊ、第３の
領域２８ｋとを有している。
【０１０５】
　フォルダ強制作成要求を行う場合、ユーザは、操作部７０の上下方向キーなどの所定の
キーを操作し、第１の領域２８ｉを選択状態とする。そして、左右方向キーなどの所定の
キーを操作し、領域２８ｉ中のチェックボックス２８ｍがチェックされた状態にした後、
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操作部７０の実行キーを押下する。これにより、メニュー画面が閉じ（上位メニュー画面
に切り替わり）、フォルダ強制作成要求がデジタルカメラ１００に指示される。フォルダ
強制作成要求を解除するには、チェックボックス２８ｍがチェックされない状態として実
行キーを押下すればよい。
【０１０６】
　なお、上述のように、本実施形態では、新規フォルダ作成要求ボタン７４を押下するこ
とにより、メニュー画面を操作することなくフォルダ強制作成要求の指示及び解除が可能
である。
【０１０７】
　一方、日時変化要因によるフォルダ作成要求を行う場合には、変化要因を設定するため
に領域２８ｊを選択状態とする。そして、左右方向キーを操作し、所望の条件が表示され
た状態とする。ここで、日時変化要因としては、日付変化（”毎日”）、週変化（”月曜
日”、”火曜日”、”水曜日”、”木曜日”、”金曜日”、”土曜日”、”日曜日”）、
、月変化（”毎月”、特定の日付（１日～３１日のいずれか））がある。
【０１０８】
　ただし、これは本実施形態の説明並びに理解を容易にするためであり、実際には”○月
×日”、”祝祭日”といった指定や、より細かい時間単位での設定が可能であっても良い
。例えば、時間単位や、特定日時（例えば○月×日△時）を指定可能としても良い。また
、特定の時間間隔を指定できるような条件であっても良い。これは例えば何時から何時ま
でといった指定方法である。このように、日時変化要因は、所定の基準日時に対する日時
経過や暦に関する条件と考えることができる。なお、日時変化要因によるフォルダ作成要
求を解除する場合には、例えば”オフ”が表示された状態とすればよい。
【０１０９】
　そして、オフセット時間の設定に変化がない場合には、操作部７０の実行キーを押下す
る。これにより、メニュー画面が閉じ（上位メニュー画面に切り替わり）、日時変化要因
によるフォルダ作成要求がデジタルカメラ１００に指示される。
【０１１０】
　オフセット時間を設定したい場合、あるいは既存の設定時間を変更したい場合には、第
３の領域２８ｋを操作する。すなわち、第３の領域２８ｋが選択された状態で左右方向キ
ーを操作し、所望の時刻を表示させて実行キーを押下する。オフセット時間は、上述のよ
うに例えば０：００～２３：５９分までの１分刻みで設定可能であってもよいし、０時を
基準とした相対的な時間差（±０：００～１１：５９）によって設定可能であっても良い
。
【０１１１】
　図８に戻り、日付変化によるフォルダ作成の指示があったならば（Ｓ８０５）、不揮発
性メモリ５６等に記憶される日時変化要因による作成要求として、日単位の設定を行う（
Ｓ８０８）。週変化による作成の指示があったならば（Ｓ８０６）、不揮発性メモリ５６
等に記憶される日時変化要因による作成要求として週単位の設定を行う（Ｓ８０９）。月
変化による作成の指示があったならば（Ｓ８０７）、不揮発性メモリ５６等に記憶される
日時変化要因による作成要求として月単位の設定を行う（Ｓ８１０）。いずれの日時単位
によるフォルダ作成の指示も無かった場合は、不揮発性メモリ５６等に記憶される日付要
因による作成要求をクリアし（Ｓ８１１）、処理を終了する。
【０１１２】
　いずれかの日時単位によるフォルダ作成の指示があった場合には、日時変化検出点のオ
フセット指示の有無を確認する（Ｓ８１２）。オフセット指示があった場合には、オフセ
ット時間を不揮発性メモリ５６等に記憶し（Ｓ８１３）、オフセット指示が無かった場合
オフセット時間をクリアすなわちオフセットを０に設定する（Ｓ８１４）。
　ここで設定されたフォルダ作成条件は、後述するフォルダ作成判定処理及び、ファイル
管理処理において参照され、新規フォルダ作成有無判定に使用される。
【０１１３】
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　なお、ここでは日、週、月等の日時変化要因による作成条件を排他的に設定する場合に
ついて説明したが、組み合わせによる設定ができても良い。例えば、毎週月曜と、毎月一
日の両条件においてフォルダ作成を行うような設定ができても良い。日時変化要因は日に
ち単位ではなく、時間単位でも、さらには特定日時を指定できるような条件であっても良
い。これは例えば何月何日何時といったような指定方法である。さらには特定の時間間隔
を指定できるような条件であっても良い。これは例えば何時から何時までといった指定方
法である。
【０１１４】
（フォルダ作成判定処理）
　図９は、図２のＳ１１２におけるフォルダ作成判定処理の詳細なフローチャートを示す
。
　まず、システム制御回路５０は、ＤＣＦ規格等の制限による新規フォルダの作成可否の
判定を行う（Ｓ９０１）。例えばＤＣＦ規格においてはＤＣＦディレクトリ番号は１００
～９９９に限定されているため、この範囲外のＤＣＦディレクトリ番号を持つフォルダの
作成はできない。さらに具体的にはＤＣＦディレクトリ番号及びファイル番号において、
昇順でフォルダおよびファイルを作成するような仕様においては、最終画像の存在するフ
ォルダのＤＣＦディレクトリ番号が９９９である場合である。
【０１１５】
　新規フォルダの作成が不可と判断されたならば、システム制御回路５０の内部メモリ或
いはメモリ５２に記憶されるフォルダ作成フラグをクリアし（Ｓ９０８）、処理を終了す
る。
【０１１６】
　一方、Ｓ９０１にて新規フォルダ作成が可能と判断された場合、新規フォルダ作成判定
を行う。まず、Ｓ９０２では強制作成要求があるかどうか判断する。本実施形態において
は、図８のＳ８０３にて不揮発性メモリ５６等に記憶される強制作成要求フラグがセット
されていれば、強制作成要求ありと判断する。この場合、システム制御回路５０は、内部
メモリ或いはメモリ５２に記憶されるフォルダ作成フラグをセットし（Ｓ９０７）、処理
を終了する。
【０１１７】
　Ｓ９０２にて強制作成要求が無かったと判断された場合、日時変化による新規フォルダ
作成要求有無の判定である日時作成判定処理（Ｓ９０３）を行う。ここで日時変化による
新規フォルダ作成条件が成立すると判断されたならば、システム制御回路５０は内部メモ
リ或いはメモリ５２に記憶されるフォルダ作成フラグをセットし（Ｓ９０７）、処理を終
了する。
【０１１８】
　Ｓ９０４にて新規フォルダ作成条件が成立しないと判断されたならば、後述する組み画
像条件による新規フォルダ作成要求有無の判定である組み画像作成判定処理（Ｓ９０５）
を行う。ここで組み画像条件による新規フォルダ作成条件が成立すると判断されたならば
、システム制御回路５０は内部メモリ或いはメモリ５２に記憶されるフォルダ作成フラグ
をセットし（Ｓ９０７）、処理を終了する。なお、フラグと共に、組み画像作成判定によ
りフラグがセットされたことを示す情報を記憶しておいても良い。
【０１１９】
　Ｓ９０６にて新規フォルダ作成条件が成立しないと判断されたならば、システム制御回
路５０は内部メモリ或いはメモリ５２に記憶されるフォルダ作成フラグをクリアし（Ｓ９
０８）、処理を終了する。
【０１２０】
（日時作成判定処理）
　図１０は、図９のＳ９０３における日時作成判定処理の詳細を説明するフローチャート
である。なお、本処理における「最終画像の撮影日時」は、上述したファイル検索処理の
Ｓ７１４で決定され、Ｓ７１５で記憶された日時である。
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　日時変化による作成要求が日単位の場合（Ｓ１００１）、最終画像の撮影日時（タイム
スタンプ）の日付と、現在の日付（デジタルカメラ１００の内蔵時計の値に基づく）が異
なるかを判定する（Ｓ１００２）。日付が異なると判定された場合は、日付条件へのオフ
セット条件判定（Ｓ１００７）へ進む。日付が等しいと判定された場合は、Ｓ１００９へ
進む。
【０１２１】
　日時変化による作成要求が週単位の場合（Ｓ１００３）、最終画像の撮影日時の週と、
現在日時の週が異なるかを判定し（Ｓ１００４）、週が異なると判定された場合は、日付
条件へのオフセット条件判定（Ｓ１００７）へ進む。週が等しいと判定された場合は、Ｓ
１００９へ進む。なお、特定の年月日がその年或いは月の第何週に含まれるかは、デジタ
ルカメラ１００が通常有するカレンダー機能を用いて判定することが可能である。
【０１２２】
　日時変化による作成要求が月単位の場合（Ｓ１００５）、最終画像の撮影日時の月と、
現在日時の月が異なるかを判定し（Ｓ１００６）、月が異なると判定された場合は、日付
条件へのオフセット条件判定へ進む（Ｓ１００７）。月が等しいと判定された場合は、Ｓ
１００９へ進む。
　Ｓ１００９では、いずれの日時変化による作成要求も無いと判定された場合、現在日時
と最終画像の撮影日時のＳ１００９において日付変化無し判定を行い処理を抜ける。
【０１２３】
　Ｓ１００７では、日時変化条件へのオフセット条件の判定を行う。具体的には、オフセ
ット時間が設定されている場合で、かつ日付の違いが１日である場合には、オフセット時
間を加味した判定が行われる。例えば、日付が１日異なるために週や月が異なると判定さ
れた場合、オフセット時間を加味しても日付が異なると判定されるかどうかをここで判定
する。例えば、Ｓ１００６で月が異なると判定された場合で、最終画像の撮影日時が２０
０５年１月３１日、現在日時が２００５年２月１日の午前３時、オフセット時間が午前７
時（或いは「＋７時間」）と設定されていた場合を考える。この場合、現在日時がオフセ
ット時間に達していないため、日時変化無しと判定される。
【０１２４】
　オフセット時間を考慮しても日時変化ありと判定された場合、日時作成判定による判定
条件成立として（Ｓ１００８）処理を終了する。一方オフセット条件を考慮した場合には
日時変化していないと判定される場合には、日時作成判定による判定条件非成立として（
Ｓ１００９）処理を終了する。
【０１２５】
　また、図１０の例では、図８で説明した条件設定に合わせ、日、週、月等の日時変化要
因による作成条件を排他的に判定するよう記述した。しかし、設定と同様、組み合わせに
よる判定ができても良い。例えば毎週月曜且つ毎月一日の両条件においてフォルダ作成を
行うような判定ができても良い。日時変化要因は日にちの単位ではなく、もちろん時間単
位でもよく、さらには特定日時を判定できるような条件であっても良い。これは例えば何
月何日何時といったような判定方法である。さらには特定の時間間隔を判定できるような
条件であっても良い。これは例えば何時から何時までといった判定方法である。
【０１２６】
（組み画像作成判定処理）
　図１１は、図９のＳ９０５における組み画像作成判定処理の詳細を説明するフローチャ
ートである。
　まず、現在の撮影モードが連写モードかどうかを調べる（Ｓ１１０１）。連写モードで
あれば、Ｓ１１０２で、一連の連写画像ファイルを同一フォルダ内に保存することを保証
する枚数を設定する。本実施形態では例えば５０枚とする。
【０１２７】
　現在の撮影モードが連写モードでない場合、Ｓ１１０３でブラケットモードかどうか調
べる。ブラケットモードは、撮影条件（例えば露出やホワイトバランス）を変更しながら
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数枚撮影するモードである。ブラケットモードならば、ステップＳ１１０４で、一連のブ
ラケット撮影画像ファイルを同一フォルダ内に保存することを保証する枚数を設定する。
本実施形態では例えば４枚とする。
【０１２８】
　連写モードでもブラケットモードでもないと判断された場合、通常の単写モードである
と判断し、同一フォルダ内に保存することを保証する枚数を設定する。本実施形態では例
えば１枚とする（Ｓ１１０５）。
【０１２９】
　次に、記録媒体２００或いは２１０の既存フォルダに保存可能なファイル数が、Ｓ１１
０２、Ｓ１１０４及びＳ１１０５で設定した同一フォルダ内保存保証枚数以上であるかど
うか調べる（Ｓ１１０６）。既存フォルダに保存可能なファイル数は、フォルダ内のファ
イル数の上限や、フォルダ内最終画像のＤＣＦファイル番号等により求めることができる
。例えば、フォルダ内のファイル数に上限を設けている場合は、既存ファイル数と上限値
との差分、最終画像のＤＣＦファイル番号とＤＣＦファイル番号の上限である９９９９と
の差分として求めることができる。
【０１３０】
　既存フォルダに保存可能なファイル数が保証枚数未満であると判断されたならば、組画
像判定による新規フォルダ作成条件成立として（Ｓ１１０７）処理を終了する。また、既
存フォルダに保存可能なファイル数が同一フォルダ内保存保証枚数以上であると判断され
たならば、組画像判定による新規フォルダ作成条件非成立として（Ｓ１１０８）処理を終
了する。
【０１３１】
　このように、各条件により同一フォルダ中への記録を保証したい一定数のファイルが既
存フォルダに保存できないと判断された場合は、組画像判定による新規フォルダ作成条件
を成立させる。そのため、以降の撮影処理において新規フォルダが作成され、新規フォル
ダ内に同一フォルダ内保存保証枚数の撮影画像ファイルを記録することが可能となる。
【０１３２】
（ファイル管理処理）
　図１２は、図３のＳ１２５におけるフォルダ及びファイル管理処理の詳細を説明するフ
ローチャートである。
　まず、システム制御回路５０の内部メモリ或いはメモリ５２に記憶されるフォルダ作成
フラグがセットされているかどうか調べる（Ｓ１２０１）。ここでいずれのフラグもセッ
トされていなければ、Ｓ１２０８で、変数DirNumの値に等しいＤＣＦディレクトリ番号を
もつ既存フォルダへの保存ファイル名を決定する。
【０１３３】
　一方、フォルダ作成フラグがセットされていたならば、新規フォルダを作成し（Ｓ１２
０２）、システム制御回路５０の内部メモリ或いはメモリ５２に記憶されるフォルダ作成
フラグ及び不揮発性メモリ５６等に記憶される強制作成要求フラグをクリア（Ｓ１２０３
）。これにより、重複してフォルダを作成することがなくなる。さらに、連写撮影やブラ
ケット撮影時等の組み画像撮影時の２枚目以降の撮影中に日付が変わり、フォルダ作成条
件も満たした場合であっても新規フォルダが作成されず、一連の撮影画像ファイルが同一
フォルダに保存されるようになる。換言すれば、組み画像撮影時には、日時変化要因によ
る新規フォルダ作成要求があっても無視する。
【０１３４】
　また、このフラグを再度参照することにより、フォルダ作成要求がクリアされた、すな
わち撮影によってフォルダが作成された旨を検出可能となる。図４に関して上述した設定
表示処理のＳ４０２においてこのフラグを参照して表示更新することにより、新規フォル
ダ作成が設定されていることを示すフォルダ作成表示２８ｇ（図１５）を、フォルダ作成
実行に伴って消去することが可能である。
【０１３５】
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　次に、新規フォルダのＤＣＦディレクトリ番号を変数DirNumへ記憶し（Ｓ１２０４）、
この新規フォルダへの保存ファイル名を決定する（Ｓ１２０５）。新規フォルダのＤＣＦ
ディレクトリ番号は、例えば最終画像の保存されるフォルダのＤＣＦディレクトリ番号に
１足した値を有するものとする。また、新規フォルダに保存するファイル名のうち、ファ
イル番号は０００１が初期値であるものとする。また、ファイル名の上位４文字は、デジ
タルカメラ１００に予め設定された文字列とする。
　保存ファイル名が決定したなら、保存ファイルのＤＣＦファイル番号を変数FileNumに
記憶する（Ｓ１２０６）。
【０１３６】
　次に、最終撮影日時の更新処理を行う。Ｓ１２０７では、この撮影画像が組み画像の二
枚目以降であるかどうかを調べる。組み画像の二枚目以降でない、すなわち、単写モード
での撮影（一枚撮影時）または連写等の組み画像撮影の一枚目であれば、撮影時の現在日
時を最終撮影日時として不揮発性メモリ５６等に記憶する。
【０１３７】
　この最終撮影日時は、図１０を用いて説明した日時変化判定にて再度使用される。ここ
で一枚撮影時または連写等組み画像撮影の一枚目の場合にのみ最終撮影日時を更新するよ
うにしたのは、特に組み画像撮影後の撮影時に、図１０の日時変化判定において日時変化
があると判定される確率を上げるための一実施形態である。
【０１３８】
　つまり、組み画像撮影時に、二枚目以降の撮影時には最終撮影日時を更新しないことで
、組み画像撮影後の最終撮影日時は、組み画像の一枚目の撮影日時が維持される。その結
果、次の撮影時に、最終撮影日時と現在日時の差が実際よりも大きくなり、日時変化要因
による新規フォルダ作成要求が設定されている場合に新規フォルダが作成されやすくなる
。これにより、組み画像の撮影ファイルと、その後の撮影ファイルが別フォルダに保存さ
れやすくなり、撮影後の画像ファイルの整理が容易になる。
　しかしながら、このような制御は必須でなく、すべての撮影毎に最終撮影日時の更新を
行っても良い。また、ユーザが任意に選択できるようにすることも可能である。
【０１３９】
（撮影条件設定処理）
　図１３は、図２のＳ１０８における撮影条件設定処理の詳細を説明するフローチャート
である。
　まず、モードダイアル６０が連写撮影モードの位置にあるかどうか調べる（Ｓ１３０１
）。連写モードの位置にあれば、システム制御回路５０は、内部メモリ或いはメモリ５２
に、現在の撮影モードが連写撮影モードであることを示す連写フラグをセットし（Ｓ１３
０２）、処理を終了する。
【０１４０】
　モードダイヤル６０が連写モードの位置にない場合、Ｓ１３０３で、ブラケットモード
の位置にあるかどうか調べる。ブラケットモードの位置にあれば、システム制御回路５０
は、内部メモリ或いはメモリ５２に、現在の撮影モードがブラケット撮影であることを示
すブラケットフラグをセットし（Ｓ１３０４）、処理を終了する。
【０１４１】
　モードダイヤル６０が連写モード、ブラケットモードのいずれにも位置していない場合
、システム制御回路５０は、内部メモリ或いはメモリ５２に記憶される連写フラグ、ブラ
ケットフラグの両方をクリアし（Ｓ１３０５）、処理を終了する。
【０１４２】
　以上説明したように、本実施形態によれば、設定に従って新規フォルダを自動生成し、
撮影画像ファイルを新規フォルダに保存するため、新規フォルダを都度作成する必要が無
く、使い勝手がよい。
【０１４３】
　また、実際に撮影の指示があってから新規フォルダを作成するため、記憶媒体の差し替



(21) JP 4480164 B2 2010.6.16

10

20

30

40

50

えにも対応可能である。すなわち、予め作成したフォルダが使用されずに放置されたり、
作成したはずのフォルダが存在しないといった従来の問題は存在しない。
【０１４４】
　また、新規フォルダを自動作成する条件を複数種の中からユーザが選択、設定可能とし
たので、個々のユーザの希望に応じた撮影画像ファイルの自動分類が可能となる。
　また、自動作成する条件を満たすかどうかの判断を、最終撮影日時と次の撮影画像の撮
影日時を元に行うので、どのような単位（例えば年、月、週、日など）の変更も共通した
処理により判定可能である。従って、フォルダの自動作成条件の変更があっても適切な判
定が可能である。
【０１４５】
　また、自動作成条件が日時変化要因である場合、その判定条件に対してオフセット時間
を設定可能としたことにより、個々のユーザの実情や希望に合わせた新規フォルダ作成が
可能となる。
【０１４６】
　また、最終撮影日時は記録媒体内の最終画像の撮影日時または、画像処理装置が行った
最後の撮影の日時とすることで、記録媒体の交換があった場合でも適切な基準日時情報を
（比較対象）を取得することが可能となる。
【０１４７】
　また、記録媒体内の最終画像の撮影日時を記憶することにより、画像処理装置の起動時
等において、記録媒体内等を再検査することなくフォルダを作成すべきかどうか判定可能
である。そのため、以降の撮影処理をすばやく開始することが可能となる。
【０１４８】
　また、記憶した最後の撮影日時及びまたは記録媒体内の最終画像の撮影日時を、記録媒
体の交換及びまたは新たな撮影発生時に更新するので、記録媒体内の検査及び、画像処理
装置内への記憶作業が最低限の回数ですむ他、情報の不一致を防げる。
【０１４９】
　また、自動作成のための条件設定とは別に、次の撮影時には無条件に新規フォルダを作
成するように設定することが可能であるため、ユーザの様々な要望に対応可能である。特
に、新規フォルダ作成要求ボタン７４のように、ワンタッチで設定可能な構成を設けるこ
とにより、撮影直前にフォルダ作成を指示したい場合に対応可能であり、利便性が高い。
【０１５０】
　また、保存先としての新規フォルダ作成が出来ない場合には、既存フォルダへ保存を行
うため、撮影画像ファイルが記録できないという事態を防止できる。
【０１５１】
　さらに、保存先としての既存フォルダにファイルを追加保存できない場合には新規フォ
ルダ作成し、そこへ撮影画像ファイルを保存するため、撮影画像ファイルが記録できない
という事態を防止できる。
【０１５２】
　さらに、連写やブラケット撮影などで得られる、一連の複数の撮影画像（組み画像）フ
ァイルを１つのグループとして取り扱うことが望まれる場合、予め定めた枚数を既存のフ
ォルダに保存できるかどうかに応じて新規フォルダを作成するようにした。これにより、
既存フォルダが保存先となっている場合でも、一連の撮影画像ファイルが確実に同一フォ
ルダへ保存されるようになる。
【０１５３】
　加えて、次回撮影時に新規フォルダが生成されるかどうかをユーザに報知するようにし
たため、ユーザはフォルダ作成がなされることを確認することができる。予め設定した条
件が直ちに満たされるとは限らないため、設定した条件が正しく認識、実行されているか
どうかをユーザが把握可能であることは重要である。また、事前に新規フォルダの作成を
把握できるため、報知があった時点で必要に応じてフォルダ作成予約を取り消す等設定を
変更し、所望のフォルダ構造を柔軟に構築することができる。
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　また、画像処理装置が自動的に撮影画像の格納フォルダを新規フォルダに変更した場合
にも、ユーザはその旨を知ることができる。そのため、新規フォルダに格納される先頭の
画像を把握することが可能となり、撮影後の画像を容易に検索することができる。
【０１５４】
　また、組み画像撮影期間中には日時変化要因による新規フォルダ作成要求の有無に依ら
ず新規フォルダを作成しないので、たとえ日時変化要因による新規フォルダ作成要求を満
たしても、組み画像の保存先が複数のフォルダになることはない。
【０１５５】
　また、単写モードでの撮影では撮影時刻を、組み画像撮影モードの場合はその先頭画像
の撮影時刻をそれぞれ最終撮影日時とした。これにより、組み画像撮影中に新規フォルダ
作成の要因となる日時の変化が発生した場合に、次の撮影時には確実に新規フォルダへ撮
影画像ファイルが保存されるようになる。
【０１５６】
　また、記録媒体内の最終画像ファイルが単写モードでの撮影画像と判断された場合はそ
の撮影時刻を、組み画像の一部と判断された場合は、その組み画像の先頭画像の撮影時刻
を記録媒体内最終撮影日時として使用する。これにより、記録媒体内に保存済みの画像が
組み画像撮影中にフォルダ切り替えの要因となる日時の変更が発生した場合の画像であっ
ても、次の撮影時には確実に新規フォルダへ撮影画像ファイルが保存されるようになる。
【０１５７】
　また、画像処理装置が保持する最終撮影日時と、記録媒体内の最終画像データの撮影日
時のうち古いほうの日時を、新規フォルダ作成要否判定における最終撮影日時として用い
る。これにより、複数の記録媒体が使用した場合においても、適切な判定を行うことが可
能になる。
【０１５８】
＜＜第２の実施形態＞＞
　次に、本発明の第２の実施形態に係る画像処理装置の一例としてのデジタルカメラの動
作について、図３、図５及至図１３、図１５、図１６、図１７、図２３を参照して説明す
る。
　本実施形態のデジタルカメラも、第１の実施形態で説明したデジタルカメラ１００と同
様、図１の機能構成を有するものとし、以下、デジタルカメラ１００として説明する。
【０１５９】
　まず、図２３及び図３のフローチャートを用いて、デジタルカメラ１００の全体的な動
作を説明する。
　電池交換等の電源投入により、システム制御回路５０はフラグや制御変数等を初期化し
（Ｓ２３０１）、システム制御回路５０の内部メモリ或いはメモリ５２に記憶される直前
モード名を「起動」に設定した後（Ｓ２３０２）、記憶媒体内のファイル検索処理を行う
（Ｓ２３０３）。
　図２３のＳ２３０３におけるファイル検索処理の詳細は、図７を用いて前述した通りで
ある。
【０１６０】
　システム制御回路５０は、電源スイッチ７２の設定位置を判断し（Ｓ２３０４）、電源
スイッチ７２が電源ＯＦＦに設定されていたならば、Ｓ２３０５へ進んで所定の終了処理
を行う。終了処理には、例えば以下のような処理が含まれる。各表示部の表示を終了状態
に変更し、レンズバリア１０２を閉じて撮像部を保護する。フラグや制御変数等を含むパ
ラメータや設定値、設定モードを不揮発性メモリ５６に記録する。電源制御部８０により
、画像表示部２８を含む、電源供給が不要な部分への電源を遮断する。終了処理が完了す
ると、Ｓ２３０４に戻る。
【０１６１】
　一方、Ｓ２３０４において電源スイッチ７２が電源ＯＮに設定されていれば、システム
制御回路５０は、フォルダ作成条件の設定を行う（Ｓ２３０６）。この、Ｓ２３０６にお
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けるフォルダ作成条件設定処理の詳細は図８を用いて前述した通りである。
【０１６２】
　次にシステム制御回路５０は、モードダイアル６０の設定位置を判断し（Ｓ２３０７）
、撮影モードに設定されていたならば、撮影条件を設定し（Ｓ２３０８）、Ｓ２３１１へ
進む。このＳ２３０８における撮影条件設定処理の詳細は図１３を用いて前述した通りで
ある。
【０１６３】
　Ｓ２３０７で、モードダイアル６０がその他のモードに設定されていたならば、システ
ム制御回路５０は選択されたモードに応じた処理を実行する（Ｓ２３０９）。処理を終え
たならばシステム制御回路５０の内部メモリ或いはメモリ５２に記憶される直前モード名
を現在のモード名に設定し（Ｓ２３１０）、Ｓ２３０４に戻る。
【０１６４】
　Ｓ２３１１で、システム制御回路５０は、電源制御部８０を用い、電池等により構成さ
れる電源８６の残容量や動作状況を判断する。電源８６の状況がデジタルカメラ１００の
動作上に問題があると判断される場合、表示部５４を用いて画像や音声により、問題に応
じた所定の警告を行ない（Ｓ２３１３）、Ｓ２３０４に戻る。
【０１６５】
　一方、電源８６に問題が無いと判断される場合、システム制御回路５０は、Ｓ２３１２
において記録媒体のチェックを行う。つまり、記録媒体２００或いは２１０の装着有無を
判定し、装着されている記録媒体に記録された画像ファイルの管理情報を取得する。そし
て、この過程において、記録媒体２００或いは２１０のいずれもが装着されていない、正
常な読み書きが行えないなど、記録媒体に対する記録再生動作上問題があるかどうかを判
定する。ここで何らかの問題があるならば、表示部５４を用いて画像や音声により、問題
に応じた所定の警告を行ない（Ｓ２３１３）、Ｓ２３０４に戻る。
【０１６６】
　Ｓ２３１２において記録媒体に問題が無いと判断される場合、システム制御回路５０は
、次撮影によって生成される撮影画像ファイルを保存するための新規フォルダを作成する
か否かを判定する（Ｓ２３１４）。このフォルダ作成判定処理の詳細は図９を用いて前述
した通りである。図９のＳ９０３における日時作成判定処理の詳細は図１０を用いて前述
した通りである。図９のＳ９０５における組み画像作成判定処理の詳細は図１１を用いて
前述した通りである。
【０１６７】
　次にシステム制御回路５０は、表示部５４を用い、画像や音声によりデジタルカメラ１
００の各種設定状態の表示を行う（Ｓ２３１５）。なお、画像表示部２８がＯＮに設定さ
れている場合には、画像表示部２８も用いて画像や音声によりデジタルカメラ１００の各
種設定状態の表示を行う。この設定表示処理の詳細は図１６を用いて後述する。
【０１６８】
　そして、システム制御回路５０は、内部メモリ或いはメモリ５２に記憶される直前モー
ド名を「撮影」に設定し（Ｓ２３１６）、図３のＳ１２１に進む。以降のデジタルカメラ
１００の処理は図３を用いて前述した通りである。
【０１６９】
　図３のＳ１２２における測距・測光処理の詳細は図５を用いて前述した通りである。
　図３のＳ１２５におけるフォルダ及びファイル管理処理の詳細は図１２を用いて後述し
た通りである。
　図３のＳ１２６における撮影処理の詳細は図６を用いて前述した通りである。
【０１７０】
（設定表示処理）
　図１６は、図２３のＳ２３１５における設定表示処理の詳細を説明するフローチャート
である。
　まず、Ｓ１６０１において、システム制御回路５０は、システム制御回路５０の内部メ
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モリ或いはメモリ５２に記憶されるフォルダ作成フラグの状態を判断する。そして、フォ
ルダ作成フラグが解除されていたならば、表示部５４および画像表示部２８のフォルダ作
成表示を非表示とし（Ｓ１６０２）、Ｓ１６０６に進む。
【０１７１】
　一方、フォルダ作成フラグが設定されていたならば、システム制御回路５０は、内部メ
モリ或いはメモリ５２に記憶される直前モード名が現在のモード名に等しいか否かを判断
し（Ｓ１６０３）、等しいならばＳ１６０５に、等しくなければＳ１６０４へ進む。
【０１７２】
　Ｓ１６０４で、システム制御回路５０は、表示部５４および画像表示部２８を用いて、
所定時間フォルダ作成表示を点滅表示させる（Ｓ１６０４）。Ｓ１６０４における表示部
５４および画像表示部２８の表示例を図１７に示す。図１７ではすでにフォルダ作成表示
以外のデジタルカメラ１００の各種設定状態も表示されている状態を示している。
【０１７３】
　図１７に示すように、フォルダ作成表示（２８ｇ）のみ点滅表示され、フォルダ作成表
示２８ｇ以外のデジタルカメラ１００の各種設定状態は点灯表示される。図１７において
、これら各種設定状態には、シングルショット／連写撮影表示（２８ａ）、フラッシュ表
示（２８ｂ）、測光方式表示（２８ｃ）、圧縮率表示（２８ｄ）、記録画素数表示（２８
ｅ）、残撮影可能枚数表示（２８ｆ）がある。
【０１７４】
　フォルダ作成表示（２８ｇ）のみを点滅表示することによって、モード切替時には他の
設定表示（２８ａ～２８ｆ）に紛れて見落とす可能性の高いフォルダ作成表示（２８ｇ）
を強調する。これにより、ユーザに次撮影でフォルダが作成される旨をより確実に伝える
ことが可能となる。特に、図２３のＳ２３０２において起動時に直前モード名を「起動」
に設定することで、起動直後の設定表示処理Ｓ２３１５では、直前モード名が「起動」、
現在のモード名が「撮影」となるため、起動時にもフォルダ作成表示が点滅強調表示され
る。
【０１７５】
　Ｓ１６０５で、システム制御回路５０は、表示部５４および画像表示部２８を用いて、
画像や音声によりフォルダ作成表示２８ｇを表示する。すなわち、フォルダ作成表示２８
ｇを点灯表示する。Ｓ１６０４でフォルダ作成表示を点滅表示していた場合は、フォルダ
作成表示が点滅表示から点灯表示に切り替わる。Ｓ１６０５における表示部５４および画
像表示部２８の表示例は、図１５と同様である。図１５も図１７と同様、すでにフォルダ
作成表示以外のデジタルカメラ１００の各種設定状態が表示されている状態を示している
。フォルダ作成表示以外のデジタルカメラ１００の各種設定状態表示（２８ａ～２８ｆ）
と同様に、フォルダ作成表示（２８ｇ）も点灯表示される。
【０１７６】
　システム制御回路５０は、表示部５４を用いて画像や音声により、フォルダ作成フラグ
以外のデジタルカメラ１００の各種設定状態を表示（表示更新）して（Ｓ１６０６）、設
定表示処理を終了する。
【０１７７】
　このように、第２の実施形態では、起動時やモード切替時には他の設定表示に紛れて見
落とす可能性の高いフォルダ作成表示を強調（点滅）表示するすることによって、ユーザ
に次撮影で新規フォルダが作成される旨をより確実に伝えることが可能となる。
　なお、上述の説明では強調表示の一例として点滅表示する場合を説明したが、表示色を
より目立つ色に変更する、表示サイズを大きくするなど、他の強調表示方法を用いても良
い。
【０１７８】
＜＜第３の実施形態＞＞
　次に、本発明の第３の実施形態に係る画像処理装置の一例としてのデジタルカメラの動
作について、図２、図３、図５及至図１３、図１５、図１８、図１９を参照して説明する
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。
　本実施形態のデジタルカメラも、第１の実施形態で説明したデジタルカメラ１００と同
様、図１の機能構成を有するものとし、以下、デジタルカメラ１００として説明する。
【０１７９】
　第３の実施形態のデジタルカメラ１００の動作は、図２のＳ１１２におけるフォルダ作
成判定処理と、Ｓ１１３における設定表示処理以外、第１の実施形態と同様であるため、
以下では本実施形態に特徴的な処理についてのみ説明する。
【０１８０】
　本実施形態では、図２のＳ１１２で実行されるフォルダ作成判定処理、具体的には図９
のＳ９０７において、フォルダ作成フラグをセットする際に、どの条件が満たされてフラ
グをセットしたのかを示す情報を併せて記憶することを特徴とする。すなわち、強制作成
要求によるものか、日時作成判定によるものか、組み画像作成判定によるものかを示す情
報を、内部メモリ或いはメモリ５２に記憶する。フォルダ作成フラグ自体にその設定要因
の情報を持たせても良い。
【０１８１】
　図１８は、本実施形態のデジタルカメラ１００が、図２のＳ１１３における設定表示処
理として実行する処理の詳細を説明するフローチャートである。
　まず、システム制御回路５０は、内部メモリ或いはメモリ５２に記憶されるフォルダ作
成フラグの状態を判断する（Ｓ１８０１）。そして、フォルダ作成フラグが解除されてい
たならば、表示部５４および画像表示部２８のフォルダ作成表示を非表示とし（Ｓ１８０
２）、Ｓ１８０７に進む。
【０１８２】
　一方、フォルダ作成フラグが設定されていたならば、システム制御回路５０は、内部メ
モリ或いはメモリ５２に記憶される情報からフォルダ作成要因を判断する（Ｓ１８０３）
。そして、組み画像作成判定において作成条件が成立した結果フォルダが作成される場合
には、フォルダ作成表示形式を「表示１」に設定する（Ｓ１８０４）。例えば、フォルダ
作成表示を、フォルダアイコンのグレー表示に設定する。グレー表示は、ユーザによって
フォルダ作成を中止できないことを示している。
【０１８３】
　一方、ユーザによる強制作成要求がなされた、或いは日時作成判定において作成条件が
成立した結果フォルダが作成される場合には、フォルダ作成表示形式を「表示２」に設定
する（Ｓ１８０５）。例えば、フォルダ作成表示を、フォルダアイコンの通常表示に設定
する。「表示１」と「表示２」は異なる表示形式とする。
【０１８４】
　システム制御回路５０は、表示部５４および画像表示部２８を用いて、画像や音声によ
りフォルダ作成表示を表示する（Ｓ１８０６）。ここでは、Ｓ１８０４若しくはＳ１８０
５で設定した表示形式に従って、フォルダ作成表示を表示する。Ｓ１８０５でフォルダア
イコンの通常表示をフォルダ作成表示に設定した場合の、Ｓ１８０６における表示部５４
および画像表示部２８の表示例は図１５と同様である。ただし、図１５は、すでにフォル
ダ作成表示以外のデジタルカメラ１００の各種設定状態も表示されているものとしている
。図１５はユーザの設定によって新規フォルダが作成される場合の表示であり、ユーザは
必要に応じてフォルダ作成条件設定を行うことで、新規フォルダの作成を中止することが
できる。
【０１８５】
　一方、図１９はＳ１８０４で「表示１」形式が設定された場合の、Ｓ１８０６における
表示部５４および画像表示部２８の表示例である。図１９も図１５と同様、すでにフォル
ダ作成表示以外のデジタルカメラ１００の各種設定状態も表示されているものとしている
。図１９では、フォルダ作成表示以外のデジタルカメラ１００の各種設定状態（２８ａ～
２８ｆ）が表示されると共に、フォルダアイコンがグレー表示される（２８ｇ）。図１９
は、フォルダ当たりの記録可能画像枚数のために、カメラによって強制的にフォルダが作
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成される場合の表示であり、グレー表示は、ユーザによる設定では新規フォルダの作成を
中止できないことを示している。
【０１８６】
　システム制御回路５０は、表示部５４を用いて画像や音声により、フォルダ作成表示以
外のデジタルカメラ１００の各種設定状態を表示（表示更新）して（Ｓ１８０７）、設定
表示処理を終了する。
【０１８７】
　このように、本実施形態によれば、フォルダ作成要因によってフォルダ作成表示の表示
形式を変更する。そのため、次撮影で新規フォルダが作成される状態であるか否かを単に
報知するだけでなく、フォルダ作成をユーザが中止できる状態であるか否かも報知するこ
とが可能である。したがって、例えばフォルダ作成を中止できない状態にあるにもかかわ
らず、フォルダ作成設定を解除するためにユーザがメニュー階層を無駄に辿ってしまうこ
とを抑制することができる。
【０１８８】
＜＜第４の実施形態＞＞
　次に、本発明の第４の実施形態に係る画像処理装置の一例としてのデジタルカメラの動
作について、図２、図３、図５及至図１３、図２０、図２１、図２２を参照して説明する
。
　本実施形態のデジタルカメラも、第１の実施形態で説明したデジタルカメラ１００と同
様、図１の機能構成を有するものとし、以下、デジタルカメラ１００として説明する。
【０１８９】
　第４の実施形態のデジタルカメラ１００の動作は、図２のＳ１１３における設定表示処
理以外、第１の実施形態と同様であるため、以下では本実施形態に特徴的な処理について
のみ説明する。
【０１９０】
　図２０は、本実施形態のデジタルカメラ１００が、図２のＳ１１３における設定表示処
理として実行する処理の詳細を説明するフローチャートである。
　まず、システム制御回路５０は、日時変化要因によるフォルダ作成が設定されているか
を判断する（Ｓ２００１）。ここで、日時変化要因によるフォルダ作成が設定されている
場合は（Ｓ２００１）、設定されている日時変化要因（すなわち、フォルダ作成条件）を
表示部５４および画像表示部２８に表示し（Ｓ２００２）、Ｓ２００４に進む。
【０１９１】
　図２１は、Ｓ２００２における表示部５４および画像表示部２８の表示例である。図２
１は、フォルダ作成フラグが解除されており、すなわちフォルダ作成を予約した日時には
なっていない状態を示している。なお、図２１は、すでにフォルダ作成表示以外のデジタ
ルカメラ１００の各種設定状態が表示されている状態を示している。
【０１９２】
　図２１では、フォルダ作成表示以外のデジタルカメラ１００の各種設定状態（２８ａ～
２８ｆ）が表示されると共に、フォルダ作成条件として設定されている日時変化要因（こ
こでは日付設定：「毎日０：００」）が表示されている。設定されているフォルダ作成条
件を表示することにより、実際に新規フォルダが作成される以前から、フォルダ作成条件
が正しく設定されていることをユーザが確認することができ、設定ミスを抑制するととも
に、ユーザに安心感を与えることができる。
【０１９３】
　Ｓ２００１で、日時変化要因によるフォルダ作成予約が設定されていなければ、表示部
５４および画像表示部２８のフォルダ作成表示を非表示とし（Ｓ２００３）、Ｓ２００４
に進む。
　Ｓ２００４で、システム制御回路５０は、内部メモリ或いはメモリ５２に記憶されるフ
ォルダ作成フラグの状態を判断する。そして、フォルダ作成フラグが設定されていたなら
ば、表示部５４および画像表示部２８を用いてフォルダ作成表示を表示し（Ｓ２００５）
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、Ｓ２００７に進む。
【０１９４】
　図２２は、Ｓ２００５における表示部５４および画像表示部２８の表示例である。図２
２は、日時変化要因によるフォルダ作成が設定されており、ここでもフォルダ作成表示以
外のデジタルカメラ１００の各種設定状態が表示されているものとしている。図から分る
ように、フォルダ作成条件としての日時変化要因の設定表示（２８ｈ）、フォルダ作成表
示以外のデジタルカメラ１００の各種設定状態（２８ａ～２８ｆ）が表示されると共に、
フォルダ作成表示（２８ｇ）も表示されている。従って、フォルダ作成条件が正しく設定
されていること、および次撮影時にフォルダが新規作成されることをユーザは確認するこ
とができる。
【０１９５】
　Ｓ２００４でフォルダ作成フラグが解除されていたならば、システム制御回路５０は、
表示部５４および画像表示部２８のフォルダ作成表示を非表示とし（Ｓ２００６）、Ｓ２
００７に進む。
【０１９６】
　Ｓ２００７で、システム制御回路５０は、表示部５４を用い、画像や音声により、フォ
ルダ作成表示以外のデジタルカメラ１００の各種設定状態を表示（表示更新）して設定表
示処理を終了する。
【０１９７】
　このように、本実施形態によれば、日時変化要因によるフォルダ作成が設定されている
場合、その設定内容（フォルダ作成条件）を表示する。そのため、実際に新規フォルダが
作成される前からフォルダ作成条件が正しく設定されていることをユーザが確認すること
ができ、設定ミスを抑制するとともに、ユーザに安心感を与えることができる。
【０１９８】
＜＜他の実施形態＞＞
　上述の各実施形態における表示例では、フォルダ作成表示２８ｇとしてフォルダのアイ
コンを用いているが、例えば文字を用いるなど、他の形式で表示しても良い。また、表示
と同時に、或いは表示の代わりに音声メッセージによる報知であっても良い。また、ユー
ザに次撮影でフォルダが新規作成される旨を通知することのできる通知手段であれば、さ
らに別の手段を用いてもよい。
【０１９９】
　画像処理装置がアイコンや文字等を表示可能な表示装置を持たない場合、若しくは設定
等によりアイコンや文字等を表示可能な表示部への表示がＯＦＦになっている場合等は、
他の方法を用いることができる。例えば、フォルダ作成表示としてより単純な表示装置、
例えばＬＥＤの点灯、消灯を用いて表示したり、音声を用いて通知したりしてもよい。特
に、デジタル一眼レフカメラのようにスルー画像を表示できない場合は、表示部の表示を
行わないことも考えられ、ＬＥＤや音声による通知を行うことも想定される。
【０２００】
　ユーザ設定によって、デジタルカメラ１００のフォルダ作成表示以外の各種状態表示（
例えば図１５の２８ａ～２８ｆ）が非表示になっている場合も考えられる。このような場
合であっても、フォルダ作成表示（例えば図１５の２８ｇ）だけは表示を行い、ユーザに
フォルダ作成の旨を確実に通知してもよい。こうすることにより、起動時やモード切替時
であってもフォルダ作成表示の把握が容易になるため、第２の実施形態のように点滅、強
調表示させる必要性が低下する。
【０２０１】
　また、上述の実施形態ではいずれも静止画撮影の場合を説明した。しかし、図２のＳ１
０６における撮影モードとして、静止画モードの他に動画モードが考えられる。動画撮影
の場合も、撮影前にフォルダ作成判定処理及び設定表示処理を行い、新規フォルダを作成
して撮影動画を保存した場合にフォルダ作成表示を非表示とすることで、静止画撮影の場
合と同様の効果が得られることは明らかである。動画の場合撮影時間が長くなるが、実際
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に新規フォルダが作成され画像が保存されるまでの間フォルダ作成表示が表示されるため
、撮影中はフォルダ作成表示が表示されていることになる。
【０２０２】
　記録媒体２００および２１０としては、ＰＣＭＣＩＡカードやコンパクトフラッシュ（
登録商標）等のメモリカード、ハードディスク等だけでなく、マイクロＤＡＴ、光磁気デ
ィスク、ＣＤ－ＲやＣＤ－ＲＷ等の光ディスク、ＤＶＤ等の相変化型光ディスク等で構成
してもよい。
【０２０３】
　また、記録媒体２００及び２１０は、メモリカードとハードディスク等が一体となった
複合媒体であってもよいし、さらに、その複合媒体から一部が着脱可能な構成であっても
よい。
【０２０４】
　また、上述の実施形態においては、記録媒体２００及び２１０は、デジタルカメラ１０
０と分離していて任意に接続可能なものとして説明したが、いずれか或いは全ての記録媒
体がデジタルカメラ１００に固定されていてもよい。
　また、デジタルカメラ１００に記録媒体２００或いは２１０が、単数或いは複数の任意
の個数接続可能な構成であってもよい。
【０２０５】
　上記の実施の形態に置いては、デジタルカメラ１００に記録媒体２００及び２１０が装
着する構成として説明したが、記録媒体は単数或いは複数の何れの組み合わせの構成であ
ってもよい。
　なお、本発明は、複数の機器から構成されるシステムに適用しても、一つの機器からな
る装置に適用してもよい。
【０２０６】
　また、本発明の目的は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラム
コードを記録した記憶媒体（または記録媒体）を、システムあるいは装置に供給し、その
システム或いは装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納されたプ
ログラムコードを読み出し実行することによっても、達成されることは言うまでもない。
この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を
実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成すること
になる。また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述
した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コ
ンピュータ上で稼動しているオペレーティングシステム（ＯＳ）などが実際の処理の一部
または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれ
ることは言うまでもない。
【０２０７】
　さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機
能拡張カードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれ
た後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張カードや機能拡張ユニットに
備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施
形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
　なお、本発明は、以上の各実施形態、または、それら技術要素を必要に応じて組み合わ
せるようにしてもよい。
【０２０８】
　また、本発明は、特許請求の範囲、または、実施の形態の構成の全部若しくは一部が、
１つの装置を形成するものであっても、他の装置と結合するようなものであっても、装置
を構成する要素となるようなものであってもよい。
【０２０９】
　以上のように、本発明においては特に、撮影前にフォルダ作成条件設定処理（図８）に
より、画像保存先を予め仮設定する。そして、フォルダ及びファイル管理（図１２）にお
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いて、撮影時にフォルダ作成フラグの判定を行い、保存先フォルダを確定し、保存先が新
規フォルダであるならばこの時点でフォルダの作成を行う。
【０２１０】
　すなわち、本発明では、撮影前の、保存先を指定する時点で新規フォルダの作成を行う
従来の方法とは異なり、撮影前にはフォルダ作成を行わない。そのため無駄に空のフォル
ダが作成されることが無い。また、作成したフォルダが撮影時にないという事態が起こる
こともない。さらに、上記仮設定の条件を不揮発性メモリ等に記憶しておけば、記録媒体
を交換した場合でも仮設定に従ったフォルダ作成を実行することが可能となる。
【０２１１】
　また、フォルダ作成判定処理（図９）においては、上記仮設定の要求により、新規フォ
ルダへの保存要求があった場合でも、新規フォルダの作成が不可と判断された場合はフォ
ルダ作成フラグをクリアし、既存フォルダへ画像を保存することを選択する。そのため、
新規フォルダへの保存要求があるにもかかわらず新規フォルダが作成できない場合が生じ
ても、撮影を続けることが可能となる。
【０２１２】
　また、新規フォルダへの保存要求が無かった場合でも、組み画像作成判定処理（図１１
）により、新規フォルダを作成するようにした。すなわち、予め定めた保証枚数分の画像
ファイルが同一既存フォルダへ保存できないと判断された場合は、新規フォルダを作成す
るようにフォルダ作成フラグをセットする。そのため、新規フォルダへの保存要求が無く
、かつ一連の組み画像を同一既存フォルダへ保存できない場合でも、撮影を続けることが
可能であり、また一連の組み画像が同一フォルダに保存される。
【図面の簡単な説明】
【０２１３】
【図１】本発明の実施形態に係る画像処理装置の一例としてのデジタルカメラの構成例を
示すブロック図である。
【図２】、
【図３】第１の実施形態のデジタルカメラ１００の全体的な動作を説明するフローチャー
トである。
【図４】図２のＳ１１３における設定表示処理の詳細を示すフローチャートである。
【図５】図３のＳ１２２における測距・測光処理の詳細を説明するフローチャートである
。
【図６】図３のＳ１２６における撮影処理の詳細を説明するフローチャートである。
【図７】図２のＳ１０２におけるファイル検索処理の詳細を説明するフローチャートであ
る。
【図８】図２のＳ１０５におけるフォルダ作成条件設定処理の詳細を説明するフローチャ
ートである。
【図９】図２のＳ１１２におけるフォルダ作成判定処理の詳細なフローチャートである。
【図１０】図９のＳ９０３における日時作成判定処理の詳細を説明するフローチャートで
ある。
【図１１】図９のＳ９０５における組み画像作成判定処理の詳細を説明するフローチャー
トである。
【図１２】図３のＳ１２５におけるフォルダ及びファイル管理処理の詳細を説明するフロ
ーチャートである
【図１３】図２のＳ１０８における撮影条件設定処理の詳細を説明するフローチャートで
ある。
【図１４】、
【図１５】第１の実施形態の設定表示処理による表示例を示す図である。
【図１６】第２の実施形態のデジタルカメラにおける設定表示処理の詳細を説明するフロ
ーチャートである。
【図１７】第２の実施形態のデジタルカメラが設定表示処理で行う表示例を示す図である
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【図１８】第３の実施形態のデジタルカメラにおける設定表示処理の詳細を説明するフロ
ーチャートである。
【図１９】第３の実施形態のデジタルカメラが設定表示処理で行う表示例を示す図である
。
【図２０】第４の実施形態のデジタルカメラにおける設定表示処理の詳細を説明するフロ
ーチャートである。
【図２１】、
【図２２】第４の実施形態のデジタルカメラが設定表示処理で行う表示例を示す図である
。
【図２３】第２の実施形態のデジタルカメラ１００の全体動作の一部を説明するフローチ
ャートである。
【図２４】本発明の実施形態に係るデジタルカメラが提示するフォルダ作成条件設定メニ
ュー画面の例を示す図である。

【図１】 【図２】
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